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今、歴史的な偉業に手が届くところまで迫っています。私
たちは、永久に貧困に終止符を打つ世代となることができ
るのです。私たちは、今後数十年の間で、予防可能な病気
から命を落とす子どもがいなくなり、すべての子どもたち
が学校に通い、暴力から保護され、そして絶対的貧困が根
絶されることを、はじめて実現可能なこととしてイメージ
できるようになりました。

ミレニアム開発目標（MDGs）は、政治史上もっとも賛同
を集めた統合的な合意で、目標実現の期限である2015年
にその節目を迎えます。私たちは、目標達成を目指しでき
る限りを尽くすことが求められています。しかし同時に、
期限を迎えても未達成の事項をどのように進めるかについ
て、合意しておくことが必要です。本報告書は、MDGsの
後継となる新たな開発枠組みについて、セーブ・ザ・チル
ドレンのビジョンを提案します。それは、世界中のすべて
の人々の人権が実現される世界を、一世代のうちに創出す
ることを目指すものです。

子どものための独立した団体として、セーブ・ザ・チルドレ
ンは、ポスト2015年開発枠組みにおいて子どものニーズと
権利が明確に反映されるよう重点的に取り組んでいます。私
たちは、世界において、また国内において、子どもの権利の
実現を提唱し、そのための活動を行っています。MDGsは、
政治的そして資金的コミットメントを引き出し、子どもを取
り巻く状況に飛躍的進展をもたらすための重要な枠組みを提
供しました。

セーブ・ザ・チルドレンが提案するポスト2015年開発枠組
みは、人権を基本理念とし、現場からのエビデンスをアプロ
ーチの基盤に据えた、普遍的で衡平な開発を支持します。普
遍性、平等、不可譲性といった人権の基本原則は、合意内容
の全般を通してその土台となるべきです。そしてMDGsとは
異なり、こうした原則は、設定目標の中で明確に示されるこ

とが求められます。今こそ、以下のような目標達成を目指す
ときです：

・絶対的貧困をゼロに
・飢餓をゼロに
・予防可能な乳幼児および妊産婦の死亡をゼロに
・安全な飲料水および衛生設備にアクセスできない人々の
　数をゼロに

MDGsはこれまでに多くの成果をあげました。冷戦終
結後、誰が世界的な協働により6億人もの人々が貧困か
ら抜け出すことができると考えたでしょうか。あるい
は、5,600万人の子どもたちが新たに就学できるようにな
ると考えたでしょうか。あるいは、毎日1万4,000人の子
どもたちが新たに命を落とさずにすむようになると考えた
でしょうか。私たちは大きな進歩を遂げました。しかし、
これから達成すべきことも多く残されています。そのため
には、問題から一歩離れて概観し、これまでに学んだこと
を見つめ直すことで、次に向かけてより一層の取り組みが
可能になります。MDGsの強みを強化し、新たな枠組みに
おいても人間開発に焦点が置かれるべきです。国際的合意
により変化をもたらすことのできる分野を強化し、少数の
計測可能な目標を継続させるべきです。ただし、既に着手
した取り組みをやり遂げ、貧困根絶の約束を果たすために
は、MDGsの時代を通して明らかになったいくつかの課題
に対する取り組みが求められています。

第一に、MDGsはとりわけ、年齢、ジェンダー、階級、障
害、地域 、所得など様々な側面における不平等に対する
一貫した対応を促しませんでした。私たちの最新の報告書
『平等に生まれて』によると、驚くべきことに、32カ国
の開発途上国において、富裕層家庭の上位10％の子ども
たちの「子ども一人あたりに使える所得」は、貧困層家庭
の下位10％の子どもたちと比較して35倍であることが判

概要
Executive summary

“貧困の克服とは慈善行為ではありません。それは正義の行為です。
奴隷制やアパルトヘイトと同様に、貧困は自然現象ではありません。
それは、人間がつくりだしたもので、人間の行動によって克服し追放することができるものです。
時として、偉大であることが期待される世代があります。
あなたがたはその偉大なる世代になりうるのです。今こそ偉大さを発揮してください。” 

ネルソン・マンデラ
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明しました。目標を割合で掲げたMDGsのアプローチによ
り、多くの国々が支援の手が届きやすい人々に焦点を当て
ることになりました。その結果、貧困からもう少しで抜け
出すことができそうな人々が、時として社会サービスへの
アクセス向上の恩恵を不均衡な形で受けることとなり、こ
うしたグループと最貧困層の人々との格差をはからずも拡
大させてしまいました。それと時期を同じくして、社会に
おける富裕層と最貧困層の間の格差はこれまで以上に大き
くなっていきました。今こそ、最も貧しく、周縁化され、
脆弱な人々に焦点を当て、同時に優遇されている人々とそ
うでない人々との格差に対処しなければ、新たな開発枠組
みの効果は限定的なものとなるでしょう。

第二に、開発においては、アカウンタビリティが極めて重
要です。公約は、それが守られ、その立案者がそれを貫い
てこそ意味を持ちます。しかし、MDGsにおいては、強固
で効果的なアカウンタビリティ・メカニズムがなかったた
めに、透明性をもってコミットメントの遂行を確認するこ
とは困難でした。この結果、進捗状況は一貫性を欠き、政
治的意志のある国は公約実現のために必要な資源を投入し
ていますが、そうでない国は十分に責任を問われていませ
ん。アカウンタビリティ・メカニズムの大幅な改善と、そ
のために必要なデータに対する投資も求められています。

第三に、相乗効果とシステム強化にも関心を向ける必要があ
ります。多くの開発課題は、密接につながっています。飢餓
状態の子どもは学校で勉強に集中できず、もし病気の父親の
医療費のために働かなければならない場合、あるいは暴力を
受けている場合などは、教育の効果が発揮される前に学校を
辞めてしまうでしょう。MDGsの構造では、困窮している開
発途上国において、人間開発の課題に一つ一つ個別に取り組
む方法をとらせたことにより、連携を欠いた取り組みと効率
の悪さを深刻化させてきた傾向が見られます。即効性のある
成果をもたらすため、一つの分野に一定の焦点を当てること
は時に必要かもしれません。しかしながら、課題を達成する
ためには、人間開発の成果を向上させる包括的なシステム強
化のアプローチが求められています。

第四に、MDGsは、当然ながらサービスの普及を拡大し、
より多くの人々に手を差し伸べることを重要視してきま
した。何十年か前のようにサービスの普及率が低い段階で
は、これは妥当なアプローチでした。しかし、それは新た
に出てきた他の課題を覆い隠すこととなりました。もし、
投入だけを見て、成果を見なければ、サービスへのアクセ
スが拡大したからといってそのサービスの目的が実現され
ているとは限りません。この問題は、教育分野において特
に顕著に現れています。MDGsは、初等教育に就学した児
童数を計測しています。しかし、子どもたちを就学させる
ことでの成功は、しばしば就学しても学んでいない子ども
たちがいることを覆い隠してしまいます。

そして最後に、2000年以降、人間の健康と繁栄に大き
な影響を及ぼすにもかかわらず、天然資源基盤の長期的
な持続可能性を向上させる取り組みにおいては、ほとん
ど何も達成されていません。環境の持続可能性について
は、2000年代に入って以降、より多くのことが知られる
ようになりました。MDGsは持続可能性について漠然とし
た取り扱いをしていましたが、新たな開発コンセンサスで
は持続可能性を基盤とする必要があります。

こうした課題は対処可能で、新たな枠組みにおいては、す
べての目標を通してこれらの点が統合されるべきです。ま
た、目標自体の選択にあたっては重要な原則があります。
次の開発枠組みでは、貧困削減に明確でぶれない焦点をあ
て、世界における最も貧しく周縁化された人々の生活の
質の向上のため、その取り組みの迅速化を目指さなければ
なりません。セーブ・ザ・チルドレンは、貧困、飢餓、保
健、教育、暴力からの保護、そしてガバナンスに関する目
標は、最優先されるべきだと考えます。そしてこれらの目
標は、人間開発の実現に協力的で持続的な環境をつくり出
すための目標によって支えられるべきです。これらはすべ
ての国にとっての共通目標ですが、それぞれの国の発展レ
ベルに応じて、共通目標の中でもそれぞれ個別の課題があ
てはまるでしょう。したがって私たちは、共通でありなが
らも、それぞれの国が自ら最善の方法を決定し、目標を実
現するための異なる責任を担うことを提案します。

私たちは、ポスト2015年開発枠組みの中で、人間開発の
基盤づくりのために以下の6つの目標を提案します：

目標1：2030年までに、包摂的成長と働きがいのある人間
らしい仕事により極度の貧困を根絶し、相対的貧困を削減
する

目標2：2030年までに、飢餓を根絶し、発育阻害を半減さ
せ、持続可能な食料、水、衛生設備への普遍的アクセスを
確保する

目標3：2030年までに、予防可能な乳幼児と妊産婦の死亡
をなくし、すべての人に保健医療を提供する

目標4：2030年までに、すべての子どもが質の高い教育を
受け、優れた学習成果を得られるようにする

目標5：2030年までに、すべての子どもがいかなる暴力か
らも解放された生活を送り、紛争下では保護され、安全で
家庭的な環境で成長できるようにする

目標6：2030年までに、より透明で、説明責任を果たし、
包摂的なガバナンスを実現する
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さらに、上記の目標達成を支える環境をつくりだすため
に、以下の4つの目標を提案します：

目標7：2030年までに、より多く効果的な資金活用のため
の強固なグローバル・パートナーシップを構築する
	 	 	 	
目標8：2030年までに、災害に強い社会を構築する

目標9：2030年までに、すべての人にとって持続可能で、
健全かつ強靭な環境を確保する

目標10：2030年までに、すべての人に持続可能なエネル
ギーを供給する

これらの開発目標は、その達成を促進するグローバル・シス
テムに組み込まれる必要があります。私たちは、それを支え
るための3つの付随的なメカニズム―国内の資金調達戦略、
強固で国際的なアカウンタビリティ・メカニズム、そしてデ
ータへの投資基金―を提案します。もちろん、MDGsの後継
となる枠組みに関する議論は現時点では初期段階で、こうし
た提案は、世界中で盛んに行われている議論に寄与するため
の提示で、最終結論ではありません。関係者と共に、今後私
たちの考えを精錬し、見解の一致したアプローチを策定でき
ることを期待しています。

2015年が近づくにつれて、私たちはこの機会をチャンスと
捉えるとともに、深い責任感を持たなければなりません。
国際社会は2000年に、飛躍的な変化を約束しました。最
貧困層の人々に対して、絶対的貧困、子どもの死亡率、飢
餓に取り組むという世界最大の約束をしたのです。そして
その約束は、部分的にしか果たされていません。私たち
は、約束を新たにし、さらに延長することが求められてい
ます。人類の歴史上初めて、予防可能な子どもの死をなく
し、飢餓を根絶し、絶対的貧困という恥ずべき事態を世界
から永久に廃絶することが現実味を帯びつつあります。
しかし、これまで通りの取り組みでは実現できません。実現
には、手を差し伸べやすい人々ではなく、支援がなかなか届
かない人々に対して、確固たる決意で取り組むことが不可欠
です。そして、広範囲にわたって蔓延し、最も解決が困難な
開発課題に対する取り組みも必要とされています。そうした
難題に立ち向かう意志があれば、私たちこそ、長年続いた不
公正に永久に終止符を打つ世代になれるでしょう。
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“私たちは、全世界にわたり人間の尊厳、平等及び衡平という原
則を支持する集団的な責任を有しています。従い、私たちはリー
ダーとして、世界のすべての人 、々特に最も脆弱な人 、々なかでも
未来を担う世界の子どもたちに対して責任を負っています。” 

国連ミレニアム宣言

2000年以降、ミレニアム開発目標（MDGs）は、何百万人
もの貧しい子どもや大人の暮らしを改善するために、歴史上
に残る世界的な枠組みを提供してきました。そして今、目標
実現の期限である2015年が迫っています。目標達成に向け
た最後の追い込みに入り、全力を尽くすと同時に、2015年
以降に持ち越される課題に対する取り組みの方針に合意し
ておくことが求められています。本報告書は、MDGsの後
継となる新たな枠組みに関するセーブ・ザ・チルドレンの
ビジョンを提示します。

私たちは、世界史上において重大な局面を迎えています。
私たちは、はじめて人間開発において大躍進を遂げるチャ
ンスを手にしています。目標達成に向けて、全力で進捗を
加速させることに取り組めば、今後数十年のうちに、予防
可能な原因から命を落とす子どもはなくなり、すべての子
どもが学校に通い、紛争から保護される世界、そして絶対
的貧困の根絶が実現可能なことになるでしょう。セーブ・
ザ・チルドレンの枠組みは、こうした展望を実現するため
の取り組みを提案します。それは、世界中のすべての人々
の人権が実現される世界を、一世代のうちに創出すること
を目指すものです。

グローバルなレベルで設定される目標には、長い歴史があ
りますが、その成功は限られたものでした。その中でも、
ミレニアム開発目標は、これまでで最も賛同を集めた、統
合的な政治的合意として際立った存在です。冷戦終結から
25年のうちに、誰が世界的な恊働により、6億人もの人々
を貧困から救い出すことができると考えたでしょうか。あ
るいは、5,600万人の子どもたちが新たに就学し、初等教育
の就学率における男子と女子の格差を大幅に削減できるよ
うになると考えたでしょうか。あるいは、毎日1万4,000人

の子どもたちが新たに命を落とさずにすむようになると考
えたでしょうか。

分野によっては、進捗が加速しています。2011年には、
子どもの死亡数が前年よりも70万人減少しました。子ども
の死亡率において、これまでで最大の年間削減数です。し
かしながら、他の分野では数値があまり思わしくありませ
ん。例えば、飢餓の削減については、多くの地域で進捗が
行き詰まっています。それでも全体的な評価は肯定的で、
「貧困削減、基本的な保健医療、教育、水その他の必須社
会サービスへのアクセス向上での進捗率は、多数の国の史
上比類なき水準だ」と評価されています1。

MDGsは、援助国および被援助国の双方において政治的コミ
ットメントと投資を引き出し、成果をもたらしました。
1990年の画期的な研究「人間の顔をした開発」が指摘した
ように、政府が変わっても長期間にわたりたゆまぬ努力を続
けるために不可欠な、開発推進のための唯一で最強のドライ
バーは、政治的意志であるといえるでしょう2。MDGsの対
象期間中に、各国における開発は、特定分野におけるコミ
ットメントによって影響を受けてきました。ブラジルの栄
養と貧困削減、エチオピアの教育、バングラデシュの乳幼
児死亡率削減などがその例として挙げられます。投資もま
た極めて重要で、開発への投資は、MDGs期間中に大幅に
拡大しました。世界の援助額は、2000年から2011年の間
で720億ドルから1,330億ドルに増加し3、そのうちの高い
割合が最も貧しい国々とその人々に割り当てられました。
保健と教育分野における国内投資の絶対水準も増加してい
ます4。

究極的には、MDGsは人々の生活に真の変革をもたらすこ
とを目指すものです。ここでは、これまでにどれだけのこ
とが達成され、どれだけのことが未だ課題として残されて
いるかを象徴するような2人の子どもについての対象的な例
をご紹介します。

マルタは、ペルーに住む15歳の少女です。かつては生活の
ために畑でじゃがいもを掘り起こしていましたが、今では
学校に通い、看護士になる夢を目指して勉強しています。

序幕
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「今は勉強しているので、これからは苦しい思いをしなく
てすみます」とマルタは言います。
 
サムラウィットは、エチオピアの9歳の少女です。母親は長
時間ゴミ回収の仕事をしていますが、家族には病気になっ
ても病院に行くお金もなければ、パンを買うお金さえあり
ません。サムラウィットは自分の暮らしを「人並み以下」
だと言います。そして、それが恥ずかしいと言います。
「家族のために、ゴミもなく悪臭のしない場所に家を建て
たいの」とサムラウィットは言います。「家族のために欲
しいものを買えるようになって、近所の人の力にもなりた
い」と。でも家族が貧困状態にある中で、サムラウィット
の夢が実現することは難しい状況です。

2つの例を照らし合わせると、マルタとサムラウィットのお
話は、これまでに達成された成果がある一方で、未だに何
百人もの人々が取り残されたままになっていることを示し
ています。国際社会は、MDGsの達成期限を2015年に設定
しました。そして今、「その先はどうなるのか」と問う時
がきています。MDGsの目的が進捗状況を加速することに
あったとすれば、新たな枠組みの目的は着手した取り組み
をやり遂げることにあります。新たな枠組みの構築にあた
っては、一歩離れて概観し、これまでに学んだことを見つ
めることで、次に向けてより一層の取り組みが可能になり
ます。

ミレニアム開発目標（MDGs）の強みを強化する

10年以上が過ぎてもなお、MDGsは世界的な優先課題と
して、各国政府により積極的に取り組まれ、開発における
政策対話の多くを占めています。セーブ・ザ・チルドレ
ンの職員へのインタビューでは、「先進諸国において、
また開発途上国の上層部の政治家とのやりとりにおいて
も、MDGsは政策提言活動の中で最もよく言及される目標
であり、過去との比較ではおそらく最も有効な枠組みであ
り…目的達成に向けて押し進んだり、圧力をかける際に使
用されている」ことが確認されました5。

新たな枠組みにおいて、MDGsの強みを継続することは不
可欠で、貧困削減と人間開発に引き続き焦点がおかれるべ
きです。そして、国際的合意によって変化が期待できる
分野を前面に出すべきです。また、MDGsの簡潔さがその
長続きの主な要因であったことを考慮し、新たな枠組みで
も、少数の具体的かつ期限つきの計測可能な目標を継続す
るべきです。

しかし、一世代ですべての人の人権を実現するために、新
たな枠組みはMDGsよりもさらに踏み込んだ内容となるこ
とが求められています。それには、人権と子どもの権利の

原則に基づき、以下の3つの点において過去の強みを一層強
化する必要があります。

開始した取り組みをやり遂げる

国連事務総長は、「MDGsがはじめて打ち出されたとき、目
標の達成はある意味で仕事の半分でしかないことがわかって
いた」と発言しました。MDGsの枠組みは、多くの最も重要
な開発課題に対応する一方で、その目標は絶対的貧困を半減
させ、5歳未満児の死亡率を3分の2減少させ、あるいは妊産
婦死亡率を4分の3削減させるといった部分的な目標です。

しかし今、世界は歴史上はじめて、数多くの飛躍的進歩が可
能な段階に達しています。近い将来のうちにMDGsの目標達
成だけでなく、「残りの半分の仕事」をやり遂げる計画をた
てることができる段階に来ています。進捗を加速化するため
の強固なコミットメントがあれば、今後数十年の間に、予防
可能な子どもの死をなくし、すべての子どもが就学し、絶対
的貧困を根絶することが実現可能になるのです。

MDGsの限界に対処する

仕事をやり遂げるには、MDGsのいくつかの限界に対処する
必要があります。まずなによりも、MDGsは不平等に対す
る一貫した対応を促しませんでした。目標を割合で掲げた
MDGsのアプローチにおいては、多くの国々が支援の手が届
きやすい人々に焦点を当てることになりました。保健医療や
衛生施設といったサ―ビスへのアクセス向上により、貧困
ラインのすぐ下にいる人々は、最貧困層の人々と比較して
不均衡な形で恩恵を受けることとなりました。それによっ
て2つのグループの間の格差を、はからずも拡大させてしま
い、同時に、社会における富裕層と貧困層の間の格差も広
がっていきました。同様に、現行の目標の多くは、女性や
女子に対する根強い差別や（そのことで社会的そして経済
的成長が依然遅れています）、構造的に不利な立場にある
人々に対する差別を的確に認識していません。新たな枠組
みが、最も貧しく、周縁化され、脆弱な人々に焦点をおか
ず、同時に、恵まれている人々とそうでない人々の間の今
なお拡大しつつある大きな格差に対処しなければ、さらな
る進展は期待できません。

第二に、MDGsは達成に向けての誘因が弱いことが挙げら
れます。さらなる進展を引き出すために、次期枠組みで
は、地域、国家、国際レベルにおけるより強力なアカウン
タビリティ・メカニズムが必要とされています。

第三に、MDGsは、家庭内や性的暴力から戦争に至るまで、
あらゆる形の暴力が子どもや大人の生活、そして貧困削減に
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もたらす深刻な影響に十分な注意を払っていませんでした。
新しい枠組みは、暴力からの保護をより重視する必要があり
ます。

第四に、MDGsは、開発課題に対して、連携を欠いた、特
定のセクターごとのアプローチを助長してきました。専門
家や提言を行う人々は、特定の問題に対処する上で、自分
たちのセクターの中だけで協力しあい、セクター間の連携
を考慮したり、包括的で効率的なシステム構築を促進して
きませんでした。MDGsの達成に影響をあたえる社会的要
因に関しても、このような連携を認識し、活用することで
より効果的な取り組みが可能になります。

そして第五に、社会サービスへのアクセス向上に焦点をおき
ながらも、その成果に十分な注意を払わないことで、MDGs
は、幅広さに奥行きをあたえることに失敗してきました。
これは特に教育分野において顕著で、就学が達成されても識
字率やその他の学習効果への取り組みがおろそかになってい
ます。

変化と新たな課題に対応する

世界は2000年以降、大きく変化してきました。例えば、貧
困の分布は根本的に変化しました。新たな推定では、現在、
世界の約13億人の貧困層の4分の3が、中所得国に住んでい
ます。1990年にはこのグループの93％が低所得国に住んで
いました6。さらに、近年世界はかつてないほどの財政そし
て経済危機に直面しています。また、地球にダメージをお
よぼさない形での成長が、これまで以上に必要とされてい
ます。

世界秩序は変化し続け、新たな権力の中枢が出現しつつあり
ます。より多くの人々が都市部に住み、紛争の性質も変化し
てきました。開発における援助は相対的に低下し、開発途上
国間での貿易や投資が増加しています。テクノロジーは政治
に変化をもたらし、より多くの国がさらなる民主化を遂げま
した。2015年は、2000年とはまったく異なった様相を呈
しています。

このように絶え間なく変化し続ける世界において、不平等の
拡大は、新しい重要な課題です。世界人口の上位5％が世界
の所得の37％を占めている一方で、下位5％の人々の所得
は0.2％に満たないと言われています。世界人口の上位1.75
％の所得は、貧困層の77％の所得に値します7。国際通貨基
金の研究者が発表しているように、不平等は、持続可能な
経済成長にとっての根本的な障壁になっています8。

セーブ・ザ・チルドレンの報告書『平等に生まれて』による
と、不平等は、特に子どもの福利と発達にダメージをあたえ

ます。中所得から低所得の32カ国に対する調査によると、 
富裕層家庭の上位10％の子どもたちの「子ども一人あたり
に使える所得」は、貧困層家庭の下位10％の子どもたちと
比較して35倍であることが判明しました9。この格差は時の
経過とともに拡大しています。この数値が表すのは、裕福な
子どもたちは基礎的なサービスにアクセスし、利用すること
ができる機会が格段に多く与えられているということです。
所得格差が高い国々では、その影響は非常に明白です。例え
ば、ナイジェリアでは、貧困層の子どもの死亡率は、富裕層
の子どもたちのそれよりも2倍も高いのです。

2015年が近づくにつれて、私たちはこの機会をチャンスと
捉えるとともに、深い責任感を持たなければなりません。
国際社会は、2000年に、飛躍的な変化を約束しました。最
貧困層の人々に対して、絶対的貧困、子どもの死亡、飢餓
に取り組むという、世界最大の約束をしたのです。

そしてその約束は、部分的にしか果たされていません。期
限までに達成される見込みのない目標もいくつかあります。
私たちは、約束を新たにし、さらに延長することが求めら
れています。人類の歴史上はじめて、予防可能な子どもの
死をなくし、飢餓を根絶し、世界から永久に絶対的貧困と
いう恥ずべき事態を廃絶することが現実味を帯びてきてい
ます。

しかし、これまで通りの取り組みではこれを実現できません。
実現には、手を差し伸べやすい人々ではなく、援助がなかな
か届かない人々に対して、重点的に取り組む必要がありま
す。そして、広範囲にわたって蔓延し、最も解決が困難な開
発課題に対する取り組みも必要とされています。例を挙げる
と、責任をもって環境を管理し、拡大する不平等に対処する
一方で、どのようにして経済成長を高めることができるか、
最も脆弱な国家においてどのようにして人権を実現したらよ
いのか、女性や子どもが社会的そして経済的機会を得ること
を妨げている長年の社会的慣習にどのように取り組むかとい
ったことです。そうした難題に立ち向かう意志があれば、多
大な成果がもたらされることでしょう。私たちこそ、長年続
いた不公平に永久に終止符を打つ世代になれるのです。
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政府に対する人々の信用を得る上で最も有効な手段は、
政府が約束を遂行することです。だからこそ、国際社会
は、MDGsの下での約束を守ることが求められています。
さらに、ポスト2015年開発枠組みにおいては、極度の貧
困の根絶の約束を果たし、最も貧しく周縁化された人々が
教育、基礎的保健医療、安全な水と衛生設備、そして人々
の福利のために必要なその他の基本的資源にアクセスでき
るようにすることが求められています。

今こそ、着手した取り組みをやり遂げるときです。私たち
は、以下のような目標達成を目指す必要があります。

・極度の所得貧困をゼロに（1日1.25ドル未満、後に1日
　2ドル未満で暮らす人々という国際的な基準に基づき）
・飢餓をゼロに
・予防可能な乳幼児および妊産婦の死亡をゼロに
・安全な飲料水および衛生設備にアクセスできない人々の
　数をゼロに

MDGsの達成に向けて、これまでに大きな前進が見られて
います。所得貧困においては、MDGの達成が間近です。
初等教育の就学率においても目標達成が近く、世界の90
％以上の子どもが就学し、そのうちの50％が女子です。
さらに喜ぶべきことに、深刻な課題を抱えて苦戦する多数
の国々において、初等教育の目標達成に向けた目覚ましい
成果が見られ、サハラ以南アフリカでは就学率が58％と
いう低い割合から76％に上昇しました。

しかし、MDGs達成の現在の進捗速度が不十分な分野もあり
ます。乳幼児死亡率（5歳未満の子どもの死亡件数は1990
年の1,200万人から2011年の690万人に減少しました）
や、HIV/エイズへの取り組みにおいては進展を遂げた一方
で、目標達成までにまだ長い道のりが残されています。飢餓
や妊産婦死亡率の削減、衛生設備の普及への取り組みにおい
ては、さらに遅れをとっています。

MDGsは一定の評価を得ている一方で、批判もあります。

MDGsの成功の要因は、国際社会が貧困根絶に負っている
責任という抽象的な概念を比較的簡素かつ焦点化して伝え
ている点にあるといえるでしょう。一方、このような簡潔
さは、例えば平和や安全保障、子どもの保護といった本質
的に複雑な開発問題のさまざまな側面への妥協を生み、除
外してしまう性質もあります。

MDGsは、根本的に人々の権利の実現を目指すものです
が、それは人権の枠組みに基づいて設定されていません。
このことが、さまざまな意見や批判を呼びました。最も顕
著な例としては、全世界の2分の1あるいは3分の2の人々
に支援の手を差し伸べようというMDGsの目標は、人権規
約における国家の既存の義務を満たしていません。

おそらくMDGsの最大の弱点は、開発のためのグローバ
ル・パートナーシップ構築を約束している最後の目標に関
するものでしょう。債務の持続可能性や、必須医薬品やテ
クノロジーへのアクセスなど、成果を上げた分野もありま
すが、これらの改善は体系だった国際政策によってもたら
されたものではありませんでした。さらに、開発を促進す
る金融および貿易システムにおける改善などの重要分野で
は、ほとんど進展が見られませんでした。　MDG8のコミ
ットメントは、特に、組織体制的な分野では他の目標と比
べると曖昧で、測定しにくいものとなっています。これは
おそらく、より権力を持つステークホルダーにアカウンタ
ビリティを課そうとする国際システムの本質的な難しさを
反映していると考えられます。開発の多くは、当然ながら
開発途上国における活動によるものですが、援助を超えた
国際社会の貢献が不可欠な部分もあります。援助額は増加
しましたが、それ以外の方法においては、富裕国は期待さ
れる役割を果たしてきませんでした。

こうした課題は、すべて克服することが可能です。次期の開
発枠組みにおいては、より有効で迅速な対応が求められてい
ます。私たちは、政治的な意志と市民からの支持をてこに、
これまでに何が有効だったのかについてのエビデンスに従う
ことで、進捗を加速することができます。
しかし、そのためには、新たな枠組みは焦点を絞ったもので
なければなりません。貧しい人々に影響するすべての課題を

第1章	 開始した取り組みをやり遂げる：
さらなる成果と進捗の加速
1 Finishing the job: better outcomes, faster progress
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とりあげ、果てしない長さのリストにするべきではありま
せん。これまでの国際的合意を見ても、そのようなとめどな
いリストは、真の変化を引き起こす力に欠けていました。そ
れよりも、貧しく周縁化された女性や男性、子どもが抱える
問題を反映させながら、境界が明瞭で、集約的で、意欲的な
目標を設定することで、リーダーや市民の想像性に訴えかけ
ることができるのです。共通のビジョンを掲げ、絶対的貧
困を根絶し、未来を担う何百万人という人々の命を救う世
代になることほど切実な課題はありません。

今、はじめて、このビジョンの実現が現実味を帯びてきてい
ます。例として、絶対的貧困の削減（11ページを参照）を挙げ
ることができるでしょう。現在の進捗状況を見ると、2030年
には4％の人が絶対的所得貧困の暮らしを強いられることが
予測されます。しかし、これがわずかに加速化し、より包摂
的な成長が実現すれば、世界において絶対的貧困を根絶し、
ゼロに到達することが可能になります。

私たちはまた、MDGsに対する取り組みから学んだことを
基に行動し、すべての目標に影響を与える以下の4つの分
野横断的なテーマにこれまで以上に焦点を当てることで、
進捗を加速することができます：

• 不平等
• アカウンタビリティ
• アクセス確保と成果の両立
• システム強化

今後の枠組みにおいては、上記テーマは個々の目標の観点
から検討されるべきです。目標のターゲットと指標におい
て、例えば、所得の不平等を測る指標設定などを通して、
これらテーマに関する明確な言及が必要です。

人間開発を支える環境の持続可能性についても、これまで
以上に関心を向けることが不可欠です。これは、持続可能
で健全な環境に関する、明確で実施可能な目標の設定によ
って取り組む必要があります。

１　不平等の削減

不平等の問題は非常に深刻で、今も悪化し続けています。
世界人口のうち上位5％の富裕層が、世界所得の37％を占
めている一方で、下位5％の貧困層は0.2％を占めているに
すぎません1。1993年から2005年の間に80カ国以上の国々
を対象とし、所得格差における世界的な傾向を調査した最
近の研究によると、国内の不平等は拡大傾向にあります2。
アジア開発銀行のチーフエコノミストである李昌鏞(イ・チ
ェンヨン)氏は、「不平等が1990年以降上昇せずに安定し
ていたならば、さらに2.4億人の人々が貧困から抜け出すこ

とができたはずだ」と報告しています。

不平等は、特に子どもたちに大きな影響を与えます。開発
途上国を中心とする32カ国を対象に実施されたセーブ・
ザ・チルドレンの最近の調査報告書によると、富裕層家庭
の上位10％の子どもたちの「子ども一人あたりに使える
所得」は、貧困層家庭の下位10％の子どもたちと比較し
て35倍であることが判明しました。MDGsの設定以来、
この格差は3分の1増加しました3。所得の不平等は、子ど
もの健康と発達を脅かします。所得の不平等が非常に高い
ナイジェリアでは、貧困層の子どもの死亡率は、富裕層の
子どもよりも2倍も高い状況です。

不平等は、ジェンダー、年齢、民族言語集団など異なる社
会集団の間にも見られます。世界における大人の非識字者
の3分の2は女性で、これは数十年も変わっていません。先
住民の寿命は、世界中どこでもそれ以外の人々よりも短い
状態です。不平等は、子どもを暴力を受けやすい状態に陥
れ、男女差別は、女子が若年で結婚する可能性を高めます。
障害をもつ子どもが性的暴力を受ける危険性もより高くな
っています。

希望を持てるニュースもあります。所得の不平等は、解決
に向けた取り組みが可能です。例えばブラジルでは、過去
10年間ほどで、下位20％の貧困層の収入は、年率で6％上
昇しました。これは、上位20％の富裕層の3倍の割合です。
同時に、絶対的貧困は著しく減少しました4。中国では、地
方開発戦略が、不利な状況にある西部、中央、北東部と豊か
な南東部との間の不平等を縮小することに貢献しました5。

開発の恩恵をより衡平に共有し、根底にある差別に対応する
社会および経済政策を通した不平等の削減は、国家開発の進
捗率を加速させるための最も有効な戦略の一つであり、最も
阻害され周縁化されている人々に手を差し伸べるための効果
的な戦略です6。しかしながら、MDGsは、この課題にはほ
とんど言及していませんでした。MDG3は、教育における
ジェンダー平等、有給労働における女性の割合、国民議会に
おける女性の議席数の割合を測定しますが、それ以外では、
不平等や差別についての言及はありません。新たな枠組みで
はこの課題についての対処が不可欠です。

不平等への取り組みは、以下の2つの理由から非常に重要
です。第一に、あらゆる次元において絶対的貧困を根絶す
るという歴史的な大望を達成するには、支援が最も届きにく
い人々に対してより焦点を当てることが必要です。第二に、
不平等の解消は、世界の健全な成長にとっても重要です。不
平等の拡大は、経済成長と人間の福利という2つの面におい
て妨げとなります。さらに、以下に述べるように、子ども
の自尊心を傷つけ、結果として子どもの生涯における成長を
損なうことにもつながります。
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不平等への取り組みが、進捗を加速化する

MDGsは、主として一定割合の人々に関する目標を設定し
ているため、政府は、手を差し伸べやすいグループの人々
に焦点をあてる傾向がありました。このことはある程度は
無理もないことで、例えば、死亡率を3分の2に削減し、
飢餓を半減させるためには、これが最も明白な方法である
からです。政府やドナーは、都市部では新たな公共医療サ
ービスを拡大しても、遠く離れた村は後回しにすることも
あるでしょう。MDGsの指標は、すべての目標において、
世界のどの地域においても、不利な立場にあるグループの
方が一貫して悪いことを示しています7。セーブ・ザ・チ
ルドレンの医療スタッフは、「MDGsの国レベルでの統計
数値では、最も貧しく周縁化された人々のニーズに対応で
きていない場合でも、目標達成に向かっているように見え
る」と言います。

これは、まさに生死を分ける問題です。乳幼児死亡率が
高い上位42カ国におけるセーブ・ザ・チルドレンの調
査では、最も早い状況改善を示しているグループと同じ
進捗率で、他の所得グループにおいても進捗がみられた
場合、10年間で400万人の子どもの命が救われたはず
だと結論づけています8。このような不平等は、所得グ
ループだけでなく異なる社会的集団の中でも存在して
います。2008年に南アジアでは、男子100人の死に対
して143人の女子が命を落としました。そしてこの格差
は、1990年以降わずかに悪化しています9

不平等への取り組みが、生活の質を向上させる

深刻なレベルの不平等に対する取り組みは、貧困根絶の約束
を満たすために必要不可欠です。しかしながら、たとえ現在
の不平等のレベルのままで貧困を根絶できたとしても、そ
うしたアプローチは容認できるものではありません。不平
等は、とりわけ子どもにとって大きなダメージを与えるも
のです。最も貧しく、不利な立場にある子どもたちは、福
利の面で得るものが少なく、可能性を発揮する機会も少な
く、さらに格差の度合いは、それ自体が最も不利な立場に
おかれた子どもたちの生活の質に影響を及ぼします。

不平等に関する世界規模での本質的な議論においては、人
々が得る利益の取り分は、努力の結果を反映したもので
あるべきだと考える人が多くいます。こうした人びとは、
努力の結果としてある程度の所得や冨の不平等は容認でき
る、あるいは望ましいという考えをもっています。

しかし、多くの人が、子どもの生涯は生まれる前に決めら
れているべきではなく、すべての子どもは「平等な機会」
を与えられるべきだということに同意するのではないでし

ょうか。現実には、生まれた時から、他の子どもたちより
もあらゆる機会に恵まれない子どもたちがいます。例え
ば、両親の所得、自身の性別、民族、幼児期に十分に食べ
られたか、障害があるか、といったことが人生において大
きな影響を与えます。しかし、こうしたことは、明らかに
子どもたち自身にはどうしようもないことなのです。

それにも関わらず、子どもたちが、一般人口の2倍もの不
平等にさらされていることは、衝撃的な事実です。セー
ブ・ザ・チルドレンの32カ国の調査対象国において、上位
10％の富裕層の所得が最貧困層の17倍であるのに対し、 
富裕層と最貧困層の家庭における「子ども一人あたりに使
える所得」の格差は、35倍となっています。そして、この
格差は1990年初頭から3分の1増加しています10。

さらに、格差は、人々の心理社会的な健康に変化をもたら
します。不平等は、人々が、他人との比較において自分
自身についてどのように感じるかに影響します。なかでも
子どもは、仲間との関係において自分自身の立場に非常
に敏感です。このことは、結果として子どもたちが手にす
るチャンスに影響を与えます。自分の地位が低いという認
識は、子どもの意欲を抑制し、自尊心を制限します。例え
ば、オックスフォード大学がペルーで実施した調査では、
自分はあまり大切にされていないと考えているために幸福
感の自覚が低い子どもは、認知面での能力が低かったと結
論づけています11。世界銀行の最近の調査によると、イン
ドの農村において、高いカーストの子どもと低いカースト
の子どもが自分たちのカーストの違いについて認識してい
ない限り、一連のパズルを解くように言われた場合、平均
して同じくらいの結果を出しました。しかし、カーストの
違いについて教えられると、低いカーストの子どもたちの
能力は著しく損なわれたのです12。

ベレケットは、エチオピアのアディスアベバに住む中学2年
生で、洗車の仕事をするために学校をよく休みます。「他の
学生が格好よい服を着て学校に来るのを見て、劣等感を感じ
たくないんだ。だから僕の場合は働いて状況を変えるしかな
い」とベレケットは言います。「この仕事をしているのは
自分が抱える問題のためだよ。他に方法がないんだ。以前
は教育が人生を変えてくれると期待していた。でも今は、
仕事が何かを変えてくれることを願うだけだよ」と13。

不平等に立ち向かう―新たな枠組みの優先事項

MDGsの後継の枠組みにおいては、もはや不平等の問題を
無視することはできません。むしろ、不平等に対する取り
組みを中心に据えて、それを減らすために不可欠となる国
内政策を引き出す必要があります。「ゼロ達成」を目指す
目標（10ページ参照）は、非明示的に不平等に対応し、
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世界中のすべての人のための社会サービスの100％普及
と、明確な脅威の排除を目指しています。しかし、これ以
上のことが求められています。それぞれの目標において、
最も周縁化され、手を差し伸べることが難しい子どもや大
人に―どれだけ困難で費用がかかっても―強固な決意をも
って焦点を当てるべきです。そしてそれは、すべての所得
階級における進捗をモニターし、特に上位と下位のグルー
プの間の割合に注意を払った目標の設定とともに実施され
るべきです。これは、倫理的義務というだけではなく、よ
り効果的です。国連児童基金（UNICEF）は、支援が最も
届きにくい人々に対する投資が、しばしば最も高い利益を
生むことを実証する調査を行いました。例えば、中産階級
のコミュニティーにおいて助産婦を育成し配置しても、乳
幼児および妊産婦の生存に与える影響は微々たるものかも
しれません。しかし、同じ助産婦を支援が行き届いていな
いコミュニティーに配置した場合、その影響は非常に大き
いのです。

私たちはまた，すべての目標において、すべての集団に関
する変化をモニターする必要があります。例えば、保健医療
へのアクセスにおいては、全国レベルでアクセスがある人
々の割合を見るだけではなく、所得階級、男性と女性、女子
と男子、年齢や民族集団ごと、都市部と地方などに分類した
数値も把握しなければなりません。また、地方ごとの統計に
関しても同様の基準をもとにした分類が必要です。こうす
ることではじめて、根強い不平等の全体像を明らかにし、
対処することができます。MDGsが、教育分野において男
女の比率への取り組みを確固たる達成基準として設定した
ように、ポスト2015年開発枠組みにおいてもこれを他の分
野や、歴史的に見てより恵まれているグループとそうでな
いグループの間の比率に拡大して適用すべきです。下位の
人々に焦点を当てるだけでは十分ではありません。私たち
は、他のあらゆるグループの人々にも焦点をあて、不平等
を削減することが求められています。

2　透明性とアカウンタビリティの向上

世界の開発においては、アカウンタビリティが極めて重要
です。公約は、それが守られ、立案者がそれを貫いてこ
そ意味をもちます。しかし、MDGsにおいては、強固で効
果的なアカウンタビリティ・メカニズムが欠けていたため
に、透明性をもってコミットメントの遂行を確認すること
を難しくしてきました。この結果、進捗状況は一貫性を欠
き、政治的意志のある国は公約実現のために必要な資源を
投入していますが、そうでない国は十分に責任を問われて
いません。例えば、MDG8はグローバル・パートナーシッ
プに関するもので、金融や知的所有権といった課題に関す
る目標が設定されていますが、政府の責任を問うメカニズ
ムの不在という問題にとりわけ悩まされてきました。

その一方で、過去数年間において、市民社会が乳幼児の死
亡に重点的に取り組んだことで、最近になって進捗が加速
しました。

課題は他にもあります。アカウンタビリティは、進捗に関
する情報を基にしています。主要分野の多くにおいて、デ
ータ収集のシステムは弱いか、あるいは多くの国ではなき
に等しく、進捗状況の測定を難しくしています。情報への
アクセスと有意義なアカウンタビリティは、密接につなが
っています。そのため、より有効かつオープンに利用可能
なデータは、アカウンタビリティを後押しするための国際
的な最優先事項であるべきです。MDGsのうち、環境の持
続可能性に関するMDG7のみが、情報に対する市民の権利
について言及しています。

アカウンタビリティに焦点を当てることは、MDGsに向け
てほとんど、あるいはまったく進展を遂げていない国々に
おいて特に重要です。こうした国は紛争からの復興過程に
あるかもしれませんし、極めて不安定で、基本的なガバナ
ンス制度がほとんど確立されていないかもしれません。こ
のような国々が新たな目標においてゼロを目指すには、他
の多くの低所得国とは異なる政策が必要になるでしょう。

さらに私たちは、しかるべき人々に責任を課すことが重
要です。政府は、ポスト2015年開発枠組みにおける取り
組みを含め、人権規約の実現に対して法的責任を負ってお
り、市民に対する説明責任を負っています。しかし、政府
のアカウンタビリティだけに限定することはできません。
民間部門や市民社会も含め、開発に関わるすべてのアクタ
ーに説明責任を課す、より有効なメカニズムを見直す必要
があります。このためには、すべての企業が、自社の製品
がおよぼす直接的な影響、活動、間接的な影響において「
害を及ぼさない」アプローチを適用するような方策が必要
です。また、それと同様に、開発目標に貢献するような
ビジネス戦略を形成するよう、企業に対するインセンティ
ブも必要になります14。そして最後に、援助国と被援助国
は、相互のアカウンタビリティに関するより強化された枠
組みを必要としています。

3　相乗効果とシステム強化

本報告書の全体を通して示しているように、開発課題の多
くは密接に関連し合っています。飢餓状態の子どもは学校
で勉強に集中できず、もし病気の父親の医療費のために働
かなければいけない場合、あるいは暴力を受けている場合
などは、教育の効果が発揮される前に学校を辞めてしまう
でしょう。MDGsの構造においては、包括的なシステムの
設置を促すことができたはずです。しかし実際は、困窮し
ている開発途上国において、連携を欠いた取り組みと効率
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の悪さをつくり出す傾向を深刻化させてきました。

さらに、特定の成果に焦点を当てることで、MDGsはしばし
ば短期間の介入による目標達成の追求を招いてきました。例
えば、ワクチンを提供し、下痢や肺炎といった死に至る症状
も治療できるヘルスワーカーに投資するよりも、持続可能で
ないワクチンのキャンペーンが優先されるようなこともあり
ました。即効性のある成果をもたらすため、一つの分野にあ
る程度の焦点を当てることは時に必要でしょう。しかしなが
ら、支援が最も届きにくい人々、あるいは開発の「最後の１
マイル」にいる人々に手を差し伸べるためには、人間開発の
成果を向上させる包括的なシステム強化のアプローチが求め
られます。

この課題は、保健医療分野においてもっとも顕著に現れて
います。例えば、多くの点において優れたHIV/エイズに
関する事業でも、その国における他の保健活動に留意しな
ければ、一般の診療所からすぐ近くの場所に専用の医療施
設を開設し、一般の診療所から人材を引き抜き、資源を断
片化させてしまうことも起こり得ます。こうした傾向は、
即効性のある成果を求めることや、さらにより問題なのは
ドナーに支援の成果が見えるようにするための圧力によっ
て、さらに強調されることがあります。しかしシステム統
合に向けたたゆまぬ努力は成果ももたらしています。最近
の調査では、「MDGsの期間中に、保健分野における国際
的議論は、縦割りで一つの病気を取り上げるアプローチか
ら、保健システムの強化へと焦点が移行した結果、保健
システム全体が、国が直面している公衆衛生や人々の健康
に関する広範囲の課題に対処することができるようになっ
た」と報告されています15。

もう一つの例は、教育と保護に関係するものです。女子
の就学率は向上しましたが、ときとして安全面への配慮
が不十分で、それは女子の退学につながっています。例え
ば、2006年にベニンの10の村で実施された調査では、女子
生徒の34％が学校で性的暴力があったと発言しました16。
こうしたことの多くは、子どもの保護に対する包括的なア
プローチによって予防することが可能です。

子どもの保護に関する国の効率的なシステムは、暴力を抑
止する一連の法律と政策、および中央政府の社会福祉、保健
医療、教育の間の調整メカニズムから構成されます。この
メカニズムには、明確な責務、効果的な規則とすべてのレベ
ルにおけるモニタリング、適切な能力と権限のあるソーシャ
ル・ワーカーを含む熱心な人材などが必要とされます。これ
は、コミュニティーにおける子どもと家族の支援メカニズ
ムと、すべてのレベルにおいて子どもにやさしいサービス
とをつなげるものです。

4　アクセス確保と成果の両立

いくつかの分野では、MDGsは、必要性に迫られ社会サー
ビスの普及範囲を拡大し、より多くの人々に手を差し伸べ
ることを重視してきました。支援を受けた人々の数が測定
され、その基準をもとに成功あるいは失敗が測定されてき
ました。何十年か前のようにサービスの普及率が低い段階
では、これは妥当なアプローチでした。しかし、それは新
たに出てきた他の課題を覆い隠すこととなりました。サー
ビスへのアクセスが拡大しても、そのサービスの目的が実
現されているということにはなりません。投入だけを見
て、成果を見なければ、全体像は明らかになりません。例
えば、世界保健機構（WHO）と国連児童基金（UNICEF）
が共同で実施した、水と衛生設備に関するモニタリング事
業によると、安全な飲料水にアクセスできる人の数は、そ
の水質が監理されていないため、過大評価されていると報
告しています。

このことは、おそらく教育分野において最も顕著です。
MDGsは、学校に就学している子どもの数を測定します。し
かし、就学率の向上における成功は、ときとして、就学して
も学んでいない子どもたちがいることを覆い隠してしまい
ます。例えば、ガーナでは、2007年の小学校修了率は、男
子が76％、女子が81％と、高い数値を示していました。し
かし、初等教育の修了時には、男子で30％、女子で19％し
か簡単な文章を読むことができませんでした。世界的に見て
も、4年間かそれ以上の初等教育を受けた子どもの20％が、
「基礎を学ぶ」ことに失敗しています。さらに、就学率の向
上にも関わらず、学齢期のほぼ20％の子どもが、一度も学
校に行ったことがないか、4年未満で退学しています17。

私たちは、新たな開発枠組みにおいて、幅広さと奥深さの
両立を目指さなければなりません。そして、進捗を測る際
の簡素さと、真の人間開発のために必要な十分な詳細事項
との適切なバランスが必要です。

5　環境の持続可能性

2000年以降、人間開発指標において極めて大きな進展がみ
られました。しかし、天然資源基盤の長期的な持続可能性を
向上させる取り組みにおいては、それが人間の健康と繁栄に
大きな影響を及ぼすにも関わらず、ほとんど何も達成されて
いません。さらには、地球の資源を搾り取ることで得た利益
は、不均衡な形で富裕層にもたらされています。2030年ま
でを見通せば、地球環境の限界が足早に迫る中、環境資源に
対する認識や統治、管理方法の大幅な転換なしには、80か
ら90億人18といわれる世界人口に対して持続的かつ衡平に、
食料や水、電力の供給を続けることは困難と見られます。
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天然資源がますます乏しくなり、気候変動の影響がより明
白になっていく中で、とりわけ貧しいコミュニティーの多
くにおいて、環境の持続可能性が開発課題にとって不可欠
なことは明らかです。2015年の時点で異常気象の影響を
受ける危険性が最も高い20カ国のうち、19カ国が貧しい
人々を多数抱える国々です19。このことは、彼らの健康と
福利を損ねるだけでなく、農業生産性や食料へのアクセス
にも影響を与えます。2008年から2050年の間に、アフリ
カやアジアの地域では、農業生産性が10から20％減るこ
とが予想されています20。

環境の持続可能性については、2000年代に入って以降、
より多くのことが知られるようになりました。MDGsは持
続可能性について漠然とした取り扱いをしていましたが、
新たな開発コンセンサスでは持続可能性をその基盤に据え
る必要があります。
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世界は今、MDGsの後継となる新たな開発枠組みを策定
し、一世代で絶対的貧困を根絶するという最大の約束を達
成するために全力を注ぐべきです。

本章では、セーブ・ザ・チルドレンが提案する後継開発枠組
みにおける新たな目標、ターゲット、指標を提示します。第
1章において検討したMDGsの経験から学んだ4つの観点―
不平等の削減、透明性とアカウンタビリティの向上、相乗
効果の醸成、成果重視―は、すべての目標に統合されてい
ます。環境の持続可能性は、第3章において検討します。

目標の選定にあたって、私たちは2つの原則を重視してい
ます。

第一に、進展を遂げたとはいえ、依然として空腹のまま眠り
につく人や、予防可能な病気から命を落とす子どもがいる現
状は恥ずべきもので、受け入れがたい事態です。あらゆる次
元における貧困の根絶は、国際社会にとって最も重要で緊急
を要する課題です。次期の開発枠組みは、貧困削減と世界の
最も貧しく周縁化された人々の生活の質の向上に、明確でぶ
れない焦点を当てる必要があります。セーブ・ザ・チルドレ
ンは、深刻な貧困問題を世界からなくすためには、貧困と飢
餓の根絶、保健医療と教育の提供、すべての人々の暴力から
の保護、そしてガバナンスの向上に関する目標設定が不可欠
だと考えます。そして、これらの目標は、人間開発の実現の
ために協力的で持続的な環境づくりを促進する目標によって
支えられるべきです。

第二に、貧困根絶と人間開発は、すべての国にとって共通の目
標ですが、それぞれの国の開発レベルに応じて、共通目標の中
でも個別の課題は異なります。従い、開発枠組みははその実践
において、どの国でもまず最も貧しく周縁化された人々に対し
て、行動を起こすものである必要があります。続いて、それぞ
れの国で女性や男性や子どもの参加を得て、自国の状況にあわ
せた目標設定を行う討議プロセスを持つべきです。例えば、英
国においては、目標１の重点は絶対的貧困よりも相対的貧困
に置かれることが適切といえるでしょう。

セーブ・ザ・チルドレンが提案する新たな開発枠組みは、以
下の3つのセクションに分けて設定されています：

・	第1番目のセクションは、6つの新しい目標から構成され
	 ており、人間開発の基盤を整備するものです。これらの
	 目標は、セーブ・ザ・チルドレンの世界的なネットワー
	 クにおける広範な協議によって特定されたもので、一世
	 紀にわたって子どもの福利向上のための開発事業を行っ
	 てきた知見の蓄積を基にしています。セーブ・ザ・チル
	 ドレンは、新たな開発枠組みが人々の福利を向上させる
	 には、これらの目標は不可欠だと考えます。

・	第2番目のセクションは、人間開発に必要な協力的で持
	 続的な環境をつくりだすための4つの追加的な目標を提
	 示しています。それは、開発資金、環境の持続可能性、
	 防災、そしてエネルギーへのアクセスから構成されてい
	 ます。私たちの提案は、他の専門機関の提案により補完
	 され、またはそれら機関の提案が重点的に活用されてい
	 る部分もあります。

・	第3番目のセクションは、制度的サポートを提供し、資
	 金、政策一貫性、データ、アカウンタビリティの側面か
	 ら実施を促進するための国際的メカニズムを提案します。

当然ながら、MDGsの後継枠組みに関する議論は、現時点
ではまだ初期段階にあり、ここでの提案は、最終的なもの
ではなく、国際社会における参加型の議論に寄与するため
の提示にすぎません。私たちの提案は、セーブ・ザ・チル
ドレンの120カ国におよぶグローバル・ネットワークにお
ける協議、2000年以降、時系列で子どもの生活の変化を
追ったデータ分析、そして不平等の問題に関する詳細なデ
ータ分析と国ごとの事例研究に基づいています。

第2章	 人間開発の基盤を整備する
2 Putting in place the foundations of human development
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この目標は、人間の福利向上のための最大の課題と最大の
機会を含んでおり、世界を永久的に今よりも良い場所にし
ようとすることを目指しています。また、新たな開発枠組
みの成功は、この目標を中心として判断されることになる
でしょう。

極度の所得貧困の中で暮らす人々の数を半減するという
MDG1の最初のターゲットは、効果をあげました。世界銀
行によると、既に、世界全体だけでなく全地域において、
このターゲットが達成されています1。これは、すべての
国においてそれが達成されているということではなく、東
アジアのような地域は、サハラ以南アフリカのような地域
よりも大きな成果をあげています。しかし、こうした成果
は、楽観的な見方を後押しするものです。飢餓状態にある
人々の数を半減させ、生産的な完全雇用とすべての人のた
めの働きがいのある人間らしい仕事を実現するというター
ゲットは達成されていません。

絶対的貧困を終結させる

後継枠組みで提案されている目標の見出し―一世代で絶対
的貧困を根絶する―は、実現すれば歴史に残る偉業とな
ります。それは私たちの手に届くところに迫っています。
現在の進捗では、2030年の時点で絶対的所得貧困の暮
らしを強いられる人々は4％になるでしょう。この比率
は、1990年には43.1％であり、2015年には16.1％にな
ると予測されています。しかし、わずかに成長を加速化
し、不平等に焦点を当てれば、ゼロを達成することができ
るのです2。

さらには、1日1.25ドルのみならず、1日2ドルでの生活
を水準とする絶対的貧困の根絶を目指すことも可能と見ら
れます。世界銀行の専門家による新たな推測によると、貧
困削減の現在の動向が続いた場合、2022年までに1.25ド
ル未満の生活をする人が9％になるとされていますが、不
平等が実際的に削減されれば、2022年までに3％を目指

すことは、野心的ではあっても達成可能なターゲットであ
るとしています3。この見方によると、ゼロ目標を2025年
に達成することは可能ということになります。他の研究で
は、現在のままの動向が続けば、2030年には人口の6か
ら10％の人が1日2ドル未満で生活をすることになると推
測しています4。不平等に対処することで、問題の規模に
変化を起こし、2030年に向けて野心的なゼロ目標を設定
し、１日2ドル未満の絶対的貧困を根絶することができる
でしょう。

しかし、どのようにしてこれに取り組めばよいのでしょうか。

格差を解消し包摂的で持続可能な成長を

経済成長は、開発途上国における貧困を削減するための効
果的な手段です。社会に流通する冨を増やし、診療所や学
校といった基礎的サービスのための十分な資金を確保する
税基盤を整備できる可能性が高まります。世界銀行による
と、1980年以降世界的に見られた貧困削減の40から80％
は、成長によりもたらされたものです。

しかしながら、経済成長は貧困削減と同じではありませ
ん。経済成長度が高いほど、開発のためになると思われが
ちですが、必ずしもそうではありません。例えば、乳幼児
死亡率は、一人あたりの国民所得が同レベルの国同士でも
異なっています。平均所得が低くても、相対的に低い死亡
率を達成することは可能であり、より大きな経済成長が、
必ずしもさらなる改善につながるわけではありません5。
さらに、不適切に分配される経済成長は、不平等を拡大さ
せ、社会的結束を弱め、そもそも経済成長を左右する天然
資源基盤の減少を速めます。従って、経済成長は、それ自
体が目標ではなく、包括的な貧困削減策の一部として捉え
られるべきです。私たちは、いかにして成長が創出される
のかに留意し、包摂的で持続可能な成長を通して不平等に
対処する必要があります。

前章で検討した通り、所得の不平等は重要な課題であり、
開発を遅らせ、子どもにとって不公平であり、格差そのも

目標1：2030年までに、包摂的成長と働きがいのある
人間らしい仕事により極度の貧困を根絶し、
相対的貧困を削減する
Goal 1: By 2030 we will eradicate extreme poverty
and reduce relative poverty through inclusive growth and decent work 
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のが悪影響をもたらします6。それゆえに、私たちは、包
摂的で持続可能な成長に関するターゲットの下に、機会不
均等の指標として、所得不平等および子どもに影響をもた
らすグループ間の不平等の削減の度合いを測定する指標を
提案します。

働きがいのある人間らしい仕事

人々の所得を増やす主な方法は、仕事です。つまり、包摂
的成長に必要なのは、生産的で、安全で、適正な賃金が支
払われ、適切なサポートを受けられる仕事を、様々な能力
水準において創出することです7。これが実現できれば、
賃金として支払われる国民所得の比率は増加し、最近の動
向を逆転させることが可能です8。

他のすべての目標と同様に、雇用に関する平等に注意を払う
必要があります。雇用に関しては、男女不平等が蔓延してい
ます。女性が働く能力は、家事や育児、介護といった責任、
手頃な料金の保育サービスの不足、雇用主による差別、とき
には社会文化的な規範によって制限されています。そして、
女性が仕事を手にしても、同じ仕事をしている男性よりも
少ない賃金が支払われる可能性が高いのです9。

“近頃は、学校を卒業しても長期間仕事につけない人がたくさん
います。私も仕事を探せずに、私の叔母のようになるかもしれま
せん。叔母は主婦をしています。” 

ジェネット、16歳、アディスアベバ、エチオピア

若者（15から24歳）もまた、質の高い教育、職業訓練、
健康に関する情報やサービスなどと共に平等な雇用機会
を必要としています。若者は、世界における開発の最戦
前にいて、しばしば社会的および経済的起業家となります
が、2010年に労働市場にいた若者は男性で56％、女性で
41％のみでした10。

現在、1億1,500万人の子どもたちが危険な仕事に就いて
います11。次の世代では、健康、安全、発達、そして教育
の妨げとなるような内容あるいは環境で働く子どもをなく
すようにしなければなりません。

社会的保護

貧困を根絶するためには、仕事がない、あるいは仕事ができ
ない人々のためのセーフティー・ネットが必要です。仕事を
している人々にとっても、そのようなセーフティー・ネット

の存在は有効です。それによって、貧困ライン寸前の所得で
暮らす不安が軽減され、リスクを負ってビジネスを始めた
り、拡大させたりする機会をもたらし、例えば干ばつなどの
危機後の窮乏からの抜け道を作る支えとなります。一方で、
効果的な社会的保護の存在は、明らかに、失業による人的損
失を軽減するものではなく、それによって仕事を保護するこ
との重要性が低下するわけではありません。

世代を超えて貧困が受け継がれる悪循環に取り組むため
に、子どもの貧困と脆弱性の削減への投資としての社会的
保護の潜在的価値に、今以上に関心を向ける必要がありま
す。世界的にみても、社会的保護のシステムは、ほとんど
の開発途上国においてまだ初歩の段階です。もっとも、ブ
ラジルやメキシコのような国々は先頭を切ってそれに取り
組んできましたし、その他でもエチオピアやバングラデシ
ュのような国々がその後を追っています。最も成果をあげ
ている事例の多くは、資金や意思決定を女性に割り当てて
います。これは、そうすることで子どもの利益となる事項
により多くの資金が費やされ、家庭内およびコミュニティ
ーにおいて女性の発言力が強化されるという根拠に基づく
ものです。私たちは、すべての人に最低所得を提供するシ
ステム―「社会の床」―への投資と構築レベルの測定によ
って、社会的保護システムの設置と発展を評価する必要が
あります。

ゴビンダは17歳でインドに住んでいます。母親の病気のた
めに多額の治療費を支払った後、一家は最低有給労働日数
を保障する雇用保障制度に頼っています。「1年目は種が
育たなくて、2年目は雨が降らなかった。野菜を買うお金
もなかったんだ」と彼は言いました。「お金を借りていた
けれど、雇用保障制度を利用して、借金を返せたんだ。」

ターゲット
1．極度の所得貧困を根絶する

2．包摂的で持続可能な成長を目指し、すべての人が
	 機会を得られるようにする

3．すべての人に働きがいのある人間らしい仕事を
	 提供する

4．世界的な社会的保護の床を構築する
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“以前のようにたくさん食料は買いません。今は、食料がとて
も高いから少しずつ買っていて、食べ物が十分にない日もあ
ります。時には、夕食を食べたら次の日の朝食は食べないよ
うにしています。” 

デンベル　16歳　エチオピア

“以前は週に一度小川から水を汲んでいたけれど、そこの水
は汚れていました。” 

ペルーに住むカルメンは最近新しい土地に移住した

食料と水は、すべての人間にとって必要不可欠です。世界
は、飢餓の削減において大きな進歩を遂げました。それで
も、開発途上国の3人に1人の子どもが、栄養のある食事
を十分にとれず、身体および認知の発達に何らかの問題を
抱えています。さらには、食料不足が最も深刻な都市部に
住む貧困層が増えています。

この双方に関連しているのは栄養です。受胎してから2歳
になるまでの1,000日間に十分な栄養を摂取していない子
どもは、教育の成果と生涯における収入がそれ以外の子ど
もと比較して低く、このことは人々への直接的な影響に加
えて、国内総生産（GDP）を3％も低下させています12。
多様で適切な食事と清潔な水は、栄養面で成果をあげるた
めに不可欠ですが、政府やその他の開発アクターは、これ
らの分野間の関連性を十分に考慮していません。農業戦略
は、栄養を考慮することで、世帯所得の向上だけでなく、
栄養面での成果も目指す必要があります。また、栄養は食
料と水だけでは確保できず、完全母乳育児や公衆衛生とい
った習慣を促進する啓発教育も必要とされています。

2008年以降、食料価格は特に不安定になっています。食
料価格の変動は、所得の4分の3を食料に費やす貧困家庭
にとって、経済的大混乱を引き起こします。世界銀行の食
料価格指数によると、穀物の価格は、2005年の100から
2012年の250へと上昇し、何千万人もの人々を貧困へと
押しやりました13。食料価格の上昇が続けば、空腹で栄養
不良で、発育不全の大人や子どもの数が増えるでしょう。
MDGsは、安全な飲料水と衛生設備にアクセスがない人の
数を半減するというターゲットを掲げています。飲料水

に関するターゲットでは目標に近づいていますが、その測
定基準は水質については確認していません。衛生設備のタ
ーゲットは、達成が難しい状況です。安全な飲料水と衛生
設備における進展はともに、地域間や国内で偏りがあり、
都市部における進展の方が農村部よりも大きい状況です。
国連によると、衛生設備の改善は「貧困層を置き去りにし
て」います。同様に、農村部の子どもは、都市部の子ども
と比較して、低体重になる可能性が2倍も高く、低体重の
子どもは貧しい場合がほとんどです。

ゼロ目標を達成するには、政策面での変更が必要です。貧
困層の女性や男性の多くは、小規模農民で、自分たちが食
べるだけの作物を生産しています。彼らには、土地やそれ
以外の資源へのアクセスが必要です。小自作農、中でも女
性に対する支援は、農業に使われている土地全体から得る
栄養総量を増やす方法の1つです。農業面での取り組みに栄
養教育を組み入れることが必要です。小自作農を民間部門
と連携させ、品質基準を推進し、課すことで、彼らの生産
する作物が取引可能になり、小自作農が商業活動に携わる
機会が増加します。特に、女性の農家を支援し、土地への
アクセスができるようにすることは、効果的な方策です。
多くの国では、農業労働の大部分を女性が担っています
が、これら女性の多くは、土地保有や河川利用の権利が与
えられていません14。土地保有や水へのアクセスに関する
規則を発布することで、貧困層の人々における資源配分の
不平等を解消することができます。

こうした不平等を克服するために、私たちは次の開発枠組
みに向けて、飢餓をゼロにし、食料への普遍的アクセスを
達成するといった、最も基本的な分野における野心的なタ
ーゲットを提案します。2030年までに飢餓の根絶を目指
すことは、土地保有や河川利用権などの構造的な変化を土
台とした包括的目標となるべきです。

このためには、大胆な政策転換が必要となります。

食料価格の変動に対処するためには、食料供給の改善のみ
ならず、取引条件や農業政策、生産者支援、そして社会的
統合などの変化も必要です。生産システムは、生態学的に

目標2：2030年までに、飢餓を根絶し、
発育阻害を半減させ、持続可能な食料、水、衛生設備への
普遍的アクセスを確保する
Goal 2: By 2030 we will eradicate hunger, halve stunting, 
and ensure universal access to sustainable food, 
water and sanitation 
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健全で、農業における生物多様性を維持し、持続可能な土
地管理を重要な目標として掲げるべきです。同時に、流通
システムは、効率的かつ効果的であるべきです。

ターゲット
1．飢餓を根絶する：子どもの発育阻害と栄養不良率を
	 半減する

2．持続可能な食料生産および流通システムを栄養面の
	 ターゲットに直接関連づける

3．2030年までに、すべての人が、自宅から1キロ以
	 内およびすべての学校と医療施設において、十分か
	 つ安全15、環境面で持続可能な水の設備にアクセス
	 できるようする

4．2030年までに、すべての人が、自宅から1キロ以
	 内およびすべての学校と病院において、基本的衛生
	 設備にアクセスできるようにする
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ペルーの農村部に住むファブリコは9歳で、家族経営の
農園でじゃがいもの収穫を手伝っています。農作物は最
近の大雨と霰で被害を受けました。ファブリコの母親は
胃炎を、父親は気管支肺炎を患っていますが、医療サー
ビスを受けるお金がありません。“働けなくなったとき、お
父さんは泣きそうになっていたよ”とファブリコは言いまし
た。“霰でインフルエンザになって死んだ人もいる。” ファブ
リコは母親に聞きました“お母さんが死んだら僕は誰と一
緒に暮らしたらいいの？”

やり残した仕事

保健分野においては、世界的に成果が見られます。1990
年には、予防可能な病気が原因で毎日33,000人の5歳未満
の子どもが命を落としていましたが、その数は19,000人
に減り、過去10年間の成果はその前の10年の2倍の早さ
でした。出産で命を落とす女性の数は減り、HIV/エイズの
まん延は減速しました。

しかしながら、私たちはいずれの分野においてもMDGの
ターゲットを達成する見込みはありません。保健分野は、
約束した速度で成果をあげていません。今でも19,000人
もの子どもが毎日命を落としており、私たちはこれまでの
倍の努力をする必要があります16。

保健医療の不十分なアクセスと利用が、MDGs4、5、6
の進展が遅れている主な要因です。毎年、4,800万人の女
性が、助産技術を持つ人の介助なしに出産しています17。
また、妊娠のコントロールを希望する2億人の女性が、家
族計画サービスにアクセスできずにいます18。世界中で
2,000万人以上の子どもが、ジフテリア、百日咳、破傷風
の定期予防接種へのアクセスがありません。

次の開発課題においては、保健分野のMDGsを強化し、タ
ーゲット達成に向けて進捗を加速させ、すべての人が健康
で生産的な生活を送れるようにするために、これまで以上
の進展を目指す必要があります。新たな開発枠組みにおい

ても保健分野を優先課題に据えることは、人権および国際
公益として非常に重要です。より良い、衡平な保健分野の
成果は、家庭における生産性や強靭性を高め、貧困を削減
し、持続可能な開発の主要な促進力となるでしょう。

新たな開発枠組みでは、私たちは保健分野の目標を1つに設
定することを提案します。保健関連のアクターは、統合的
で包括的な枠組みを中心に連携することが必要です。これ
により、国家レベルのより良い政策と強化された保健シス
テムを備えた、質の高い基礎的な保健医療を、財政的負担
をもたらすことなく、普遍的に提供することが促進される
でしょう。このためには、訓練を受け、必要なサポートと
器材を与えられ、意欲的なヘルスワーカーがすべての人が
アクセスできるところに配置されている必要があります。

保健システム強化と不平等への重点的な取り組み
でユニバーサル・ヘルス・カバレッジを達成する

保健政策は、近年、多くの課題に対して連携を欠いた対処
がなされ、断片化が見られます。ポスト2015年の開発課
題は、人々、とりわけ最も貧しく脆弱な人々の保健医療ニ
ーズ（保健教育も含む）に対処するために十分な国内およ
びドナーからの投資を得て、強力で統合的な公的保健シス
テムを構築する機会となります。より広範な開発課題と同
様に、保健分野においても不平等に取り組まなければなり
ません。目標とターゲットは、国や開発パートナーが支援
範囲を拡大する一方で、国内の格差を縮小することに焦点
を当てるよう導く必要があります。このことは、不平等を
取り除く「平衡装置」としての機能を持つ保健システムの
構築と、他の分野にも影響を及ぼす保健分野の社会的決定
要因への取り組みの双方を通して実現されるべきです19。

各開発課題における社会的決定要因の重要性は明白で、
様々な次元における不平等への取り組みが必要とされて
います。とりわけ、保健分野の社会的決定要因は、確実な
エビデンスと長年にわたる国際政策プロセス（2005年に
WHOが設置した「健康の社会的決定要因委員会」および国
家のコミットメントを確認した2011年の「リオ政治宣言」

目標3：2030年までに、予防可能な乳幼児と
妊産婦の死亡をなくし、すべての人に保健医療を提供する
Goal 3: By 2030 we will end preventable child
and maternal mortality and provide healthcare for all
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を含む）があるため、重要です20。
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジを達成するには、国家
が、サービスへのアクセスや利用および実践に対する様々
な障壁―資金、システム、文化、あるいは政策―に対処す
ることが求められています。ポスト2015年開発枠組みと
いう変革の機会を活かすには、データの質と頻度を改善す
るための大幅な投資が必要とされています。これは、日常
的な国家レベルの保健管理情報システムと、人口保健調査
および複数指標クラスター調査を含む調査データの両方を
指します。目標の設定、遂行、モニタリングにおいては、
市民社会の大きな関与とともに包摂的なプロセスがとら
れ、国家の真のオーナーシップを促進し、アカウンタビリ
ティを強化することが必要です。

ターゲット
1．予防可能な乳幼児と妊産婦の死亡をなくす

2．ユニバーサル・ヘルス・カバレッジを達成する

3．健康の社会的決定要因に取り組む
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“勉強すると良いことを考えるようになるから、それが嬉しい
んだ。でも、大勢の生徒がいる教室に座っているのは好きじ
ゃない。長い時間教室に座っているのは辛いよ。”

ベレケット、中学２年生、エチオピア

教育は、権利であり開発の基盤です。実際、過去数十年の
間に急速な発展を遂げた全ての国において、強力な教育制
度が確立されていました。

教育へのアクセスは目覚ましく向上しました。初等教育の
年齢で学校に通っていない子どもは、わずか10％です21。
しかし、「ゼロ達成」への挑戦は未だに深刻なままです。

第一に、アクセス面での進捗は減速しています。2015年
までに初等教育の完全普及というMDG2の目標達成も、就
学における男女平等を含むその他の「万人のための教育」
における目標の達成も、希望が薄れつつあります。男子と
女子の間の格差が狭まってきた一方で、世界的にみて、女
子の小学校への就学数は、完全な平等が達成されている場
合に比べて未だに360万人少ない状況です（2011年「万
人のための教育」モニタリング・レポートより）。

第二に、アクセスと出席における成果が見られる一方、
学習成果と衡平性という新たな課題が明らかになってい
ます。子どもたちを就学させることは達成すべきことの始
まりであって、最終目標ではありません。教育においてゼ
ロ目標を達成するには、就学しても学んでいない子どもを
なくす必要があります。

しかし、現在の学習レベルは非常に低い状況です。約1億
2千万人の子どもが一度も学校に行ったことがないか、4
年生になる前に退学しています。さらに1億3千万人の子
どもが、学校に就学しても基礎的学習能力を身につけるこ
とができていません22。識字能力と計算能力のみが基礎学
習の総体を成すのではなく、批判的思考能力や特定分野に
関する知識を身につけるといったことも非常に重要です。
このような重要な基礎的能力は、それ自体が必要とされる

ものですが、さらに子どもたちがより広範な分野について
学習する際の土台ともなるものです。学習に関する改善が
なされなければ、学校教育の期間を増やしても、子どもた
ちあるいは彼らの国の将来に繁栄をもたらす助けとはなら
ないでしょう。

学習に焦点をあてる際に、衡平性についても同様に取り組
む必要があります。最も貧しく周縁化されている子どもた
ちは、大抵の場合、非常に限られた訓練しか受けていない
教師から、限られた教材を使って学び、学校外で学ぶ機会
も限られています。また、幼い頃に受ける支援は成長して
からの学習を促進するという強力な証拠があるにも関わら
ず、こうした子どもたちが、幼児対象の教育支援サービス
の恩恵を受けることもほとんどありません。結果として、
貧しい子どもたちは、学ぶ準備ができていないまま学校に
通い始めることになるのです23。

新しい開発枠組みは、貧困層と富裕層の子どもの間の学習
格差を減らすことに焦点を当てるべきです。衡平性に重点
をおくということは、現在学校に通っていない最も貧しい
10％の子どもたちが就学し、かつ学ぶことを意味します。
このためには、最貧困層や障害のある子ども、女子や少数
民族のコミュニティー、そして紛争や緊急事態の影響下に
ある国に住む子どもたちに支援が届くよう、資金調達を含
む重点的な取り組みが必要です。

最後に、教育は、いかにして包摂的成長を達成するかにつ
いてのより広範な議論と関連づける必要があります。膨れ
上がる若者人口の課題を見ても、教育は、就労人口増加の
恩恵を国家が受けられるようにするために特に重要です。
また、多くの国で見られる中等教育における男女格差へ
の取り組みも基本的な課題です。包摂的成長を達成するた
めには、労働市場に入るすべての若者が、生産的な職に就
き、活動的な市民となれるような技術を身につけているこ
とが必要です。それゆえに、中等教育では、若者が成人期
へとうまく移行するために必要な技術にも重点をおくべき
です。

目標4：2030年までに、すべての子どもが質の高い教育を
受け、優れた学習成果を得られるようにする
Goal 4: By 2030 we will ensure all children receive
a good-quality education and have good learning outcomes
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すべての目標と同様に、これらの提言は議論のための初期
段階での提案です。国際比較を効果的にできる形で学習成
果を評価する方法についての議論は複雑で、進行中の作業
です。核となる国際的な学習評価基準を、国家レベルの野
心的なターゲットで補完する枠組みも大変有効であると考
えられます。多くの国では、国際的な「床」とされる目標
を超えて、識字能力と計算能力以外にも焦点を当てる必要
があります。

ターゲット
1．12歳までにすべての女子と男子が優れた学習成果を
	 達成できるようにし、貧困層と富裕層の間の格差を
	 大幅に削減する

2．貧困層の幼児が、子どもの発育の適切レベルに
	 達した状態で、学校に通うまでに学ぶ準備が
	 できているようにする

3．すべての若者が、働きがいのある人間らしい仕事を
	 持つ活動的な社会の一員となる機会を得られるよう、
	 基礎的な識字能力と計算能力、技術的および生活ス
	 キルを身につけるようにする
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“子どもはみんな前に出るのを怖がったけれど、他に仕方が
なかった。子どもが前線に送られて、大人は後に残った。拒
否したら、殺されただろうから。僕の隊には、女子が6人いた
けど、みんな性的暴行を受けていた” 

クリストフ、17歳、コンゴ民主共和国東部の武装集団に誘拐された24

“初めてレイプされたのは12歳のとき。マーケットからの帰り
道で、学校の校庭を歩いていました。学校の警備員が私を教
室の中に連れ込み、レイプされました。もしだれかに話した
ら、お母さんと私を殺すと脅されたの。” 

キャサリン、14歳、ナイジェリア・カドゥナ州25

どのような国、文化、社会でも、子どもはあらゆる形の虐
待、育児放棄、搾取、暴力に直面しています。暴力は、家
庭や学校、施設、職場、コミュニティーにおいて起きてい
ます。子どもは、成長過程にあることや大人への依存のた
め、特に暴力や虐待の対象になりやすい存在です。人道危機
は、子どもを特に脆弱な立場におきます。2,000万人の女子
や男子が家を追われ、100万人以上の子どもが緊急事態に
よって孤児となるか、両親と離ればなれになっています。
こうした子どもの多くは、施設における養育を受けること
になります。

10億人を超える子どもが、武力紛争の影響を受けている
国や領域で生活しています26。低所得の脆弱な国家ある
いは紛争国で、MDGの目標を1つでも達成した国はあり
ません27。国連のポスト2015年開発枠組みタスクチーム
は、「暴力と脆弱性がMDGsに対する最大の障壁」と認識
しています。未だに少なくとも13カ国において、軍隊や
武装集団に子どもが起用され、何百万人という子どもが、
紛争によって引き起こされたレイプやその他の性的暴力を
経験していることは、極めて許しがたいことです28。

例えば、コンゴ民主共和国では2008年に、国連人口基金
（UNFPA）が16,000件の女性や女子に対する性的暴力を
記録しています。このような事例の65％は子ども、特に思

春期の女子に対するものでした。一方、2006年に医学誌
「ランセット」が発表した調査によると、2004年2月から
2005年12月の武装蜂起の間に、ポルトープランス地区の
女子の約5人の1人がレイプされたと推定されています29。

子どもに対する暴力は実に様々な状況において起こり、子
どもの発達に深刻な影響を及ぼします。年間5億人から15
億人の子どもが暴力を経験していると推定されています30。
世界中で、毎年1億5,000万人の女子と、7,300万人の男子
がレイプされるか、性的暴力の犠牲になっています31。多く
の国では、子どもに対する体罰のような暴力は、合法で社
会的にも認められています。4人に3人の子どもが家庭での
暴力を伴うしつけを経験しています32。エイズで片親か両親
を失った18歳未満の子どもは、1,750万人以上います33。
世界中で200万人以上の子どもが、暴力や虐待がまん延し
ている養育施設で暮らしています34。社会にとっての経済的
および社会的コストに加えて、暴力にさらされたり、犠牲
になったりすることは子どもの発達に負の影響を与えると
研究でも強調されています。

しかし、国連事務総長が指摘したように、「子どもに対する
暴力はいかなる場合も正当化できず、子どもに対するすべ
ての暴力は予防可能」です35。

実際には進展も見られます。現在、体罰は193カ国中33
カ国において法律によって禁止されています36。子どもの
保護に関する新たな国際基準が採択され、子どもに対する
暴力、性的虐待、子どもの搾取、そして家庭外での養育に
関する行動計画が合意されました37。

しかし、進展はあまりに遅く限定的です。この理由の一つに
は、保護に対する子どもの権利が、時として、深く根づいて
いる社会規範や行動様式と対峙することがあるからです。例
えば、障害やHIV/エイズを持つ子どもは偏見にさらされ、
虐待を受けやすいことが多くあります。女性差別は、何百万
人もの女子の早婚につながり、その結果暴力や虐待を受ける
危険性が高くなります。家庭や学校における子どもに対する
暴力を伴う「しつけ」は、世界の多くの国において社会的通
念となっています。

目標5：2030年までに、すべての子どもがいかなる暴力か
らも解放された生活を送り、紛争下では保護され、
安全で家庭的な環境で成長できるようにする
Goal 5: By 2030 we will ensure all children live a life free
from all forms of violence, are protected in conflict
and thrive in a safe family environment
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最も周縁化され排除されている子どもを保護するために、
衡平性への配慮は非常に重要です。最近の開発途上国にお
ける傾向として、特定のグループ（例えばストリート・チ
ルドレンや、性的虐待を受けた人々のような）が抱える問
題に対する取り組みから、より包括的、総体的で、セクタ
ー横断的なアプローチへと変化が起きています。これによ
って、様々な状況におかれた子どもたちの保護のニーズに対
処し、予防面の改善も図ることができます。そしてこのため
には、地域に根ざした子どもの保護システムおよび国家レ
ベルの保護システムを構築し、強化することが必要です。
また、子どもが良好に成長するのは、安心できる家庭的な
環境下（それが生まれた家庭でもそれ以外でも）であると
いう認識に基づいて、施設での養育から、安全で家庭をベ
ースとした養育へと投資先を転換することも求められてい
ます。

暴力を禁止するための法改正が必要とされています。ガバ
ナンスへの子どもの参加も推進されるべきです。子どもの
保護に関する国家レベルの信頼できるデータ収集システム
は、体系化されたアプローチの強力な構成要素となり、す
べての国において必要とされています。

ターゲット
1．武力紛争による子どもの死をなくし、紛争以外の暴
	 力（故意の殺人など）による子どもの死を半減する

2．性的暴力およびすべての虐待の対象になっている
	 子どもの数を半減する

3．家庭において暴力を伴うしつけの対象となっている
	 子どもの数を半減する

4．不必要に家庭外で生活し養育されている子どもの数
	 を半減する38（緊急事態の影響下にある子どもたち
	 を含む）
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“私たちは、将来必要なリーダーとしての資質を身につけ、責
任ある市民となるべく教育を受けました。私は、人生において
達成したいことに対してポジティブでいることを学びました。
今までのような制限はなくなりました。これからは、子ども
も、自らの町の開発に関わることができるのです ” 

ドノヴァン、ジンバブエ

子どもと若者の予算ネットワークに関わっている若者代表者

透明性があり、参加を促進し、公益とサービスを効果的に提
供するガバナンスのシステムは、国民のニーズを持続可能な
方法で満たすために必要不可欠です。リベリアのエレン・ジ
ョンソン・サーリーフ大統領は、「アフリカの国々のキャパ
シティーが向上し、民主主義、透明性、アカウンタビリティ
が強化されるとともに、自国の開発政策にオーナーシップを
持つために必要な技術的手腕が向上していくことでしょう」
と発言しました39。同様に、デービッド・キャメロン英国首
相は、開かれた経済と社会の繁栄のための条件として、法の
支配、紛争と汚職の根絶、財産権と強力な国家体制を含む「
金のより糸」を強調しました。こうした課題は、MDGsにお
いては取り上げられることはありませんでした。

より透明で、説明責任を果たし、包摂的なガバナンスは、少
なくとも3つの要素を必要とします。第一には透明性で、政
策決定や予算に関する情報は、利用しやすい形で一般に公開
されるべきです。第二に参加で、市民（周縁化され疎外され
たグループを含めて）は、政策決定や予算策定過程に関わる
情報、自由および権限をあたえられるべきです。第三にはア
カウンタビリティで、政府は、効果的で衡平な公益の提供を
行い、市民は政府やその他の責任者に説明責任を求めること
が可能であるべきです40。

紛争影響国や脆弱国は、透明で、包摂的かつ責任あるガバナ
ンスの実現において、そしてより広範な開発目標の実現にお
いても、最も困難な状況に直面するでしょう。脆弱国は、開
発途上国の人口の5分の1を占めているにすぎませんが、極度
の貧困状態にある人々の3分の1、初等教育を受けていない子
どもの半数、5歳の誕生日前に死亡する子どもの半数を抱え
ています。新たな開発枠組みにおいては、異なるガバナンス

の状況を考慮し、最も困難で多大な努力を要する状況におい
ても、開発目標の段階的な実現へのコミットメントが必要
です。

それと同時に、ポスト2015年開発枠組みのために選ばれる
目標の組み合わせは、紛争および脆弱性の予防と削減に重
要な影響を及ぼすでしょう。セイファー・ワールドが紛争と
脆弱性の削減のために重要だと特定した7つの優先課題のう
ち、4つは、私たちが提案している目標6の、より透明で、
説明責任を果たし、包摂的なガバナンスに直接的に関係する
ものです41。これら4つは以下の通りです。

・すべての国が歳入を管理し、主要な政府機能を効果的に
	 説明責任を果たしながら遂行することができる
・すべての社会集団が、社会に影響をあたえる決定に参加
	 することができる
・すべての社会集団が、司法に平等にアクセスできる
・すべての社会集団が、公正で説明責任を果たす社会サービ
	 スにアクセスできる

最も脆弱で紛争の影響を受けている国から、最も長期にわた
り民主主義が確立されている国まで、すべての国において透
明性、参加、アカウンタビリティの状況を改善する余地があ
ります。開かれた政府はそれ自体重要ですが、さらに絶対的
貧困とその持続可能な削減における重要性を認識するため
に、透明で、説明責任を果たし、包摂的なガバナンスのいく
つかの側面が、MDGsの後継枠組みに含まれている必要があ
ります。

目標6：2030年までに、より透明で、説明責任を果たし、
包摂的なガバナンスを実現する
Goal 6: By 2030 governance will be more open, accountable and inclusive

ターゲット
1．すべての国が、予算の公開、情報公開、包括的な
	 報告を備えた透明性のあるガバナンスを確立する
	 ようにする

2．すべての国が、言論、報道、政治的選択の自由を
	 備えた参加型ガバナンスを確立するようにする

3．すべての国が、法の支配、より衡平で効果的な
	 公的サービス、汚職の削減に対するコミットメント
	 を備えた説明責任を果たすガバナンスを確立するよ
	 うにする



22

第2章では、セーブ・ザ・チルドレンの6つの優先目標を提
示しました。これらの目標は、世界各地における子どもの
支援事業への取り組みから得た豊富な経験を基に設定され、
健全で生産的な生活の土台となる要素です。

本章においては、人間開発に必要な協力的で持続可能な環
境を整備するための4つの付加的な目標を提示します。これ
らは、開発資金、環境の持続可能性、防災、そしてエネル
ギーへのアクセスに関するものです。私たちの提案は、環
境団体のような専門機関の提案により補完され、またそれ
ら機関の提案が重点的に活用されている部分もあります。
また、国連事務総長の「すべての人のための持続可能エネ
ルギー」や「効果的な開発協力のためのグローバル・パー
トナーシップ」のような既存のイニシアティブやコミット
メントを踏まえて設定されました。

目標7：2030年までに、より多く効果的な資金
活用のための強固なグローバル・パートナーシッ
プを構築する

十分な資金があるということは、それだけで人間開発の達成
を可能にするものではありませんが、資金はなくてはならな
いものです。低所得国は、1人あたりの年間所得が約1,000
ドル以下という状況に対処しており、先進国において今日見
られることのないような深刻な課題を抱えています。

2005年に、MDGsの達成に必要な追加資金は年間500億
ドルと算出されました。こうした算定と政治的圧力を通じ
て、MDGsの存在は、国内そしてドナーの双方からの拠出
資金の増額をもたらしました1。

先進国にとっての資金とは、援助を意味します。最も理想
的には、援助とは明確に人間開発を対象とした資金です。
先進国は、1970年代に国富の0.7％を援助として拠出する
ことを約束しました。デンマーク、ルクセンブルク、スウ
ェーデンといった一部の国々がこのターゲットを達成し、

英国を含む一部の国々が達成を目前にしています2。その他
の国々も後に続くことが求められています。低所得国のな
かには、援助が教育予算の4分の1を占める国もあります3。

援助は、その規模と同様に質が重要です。質の確保は、利
用可能な資金を最大限活用するために不可欠です。すべて
の国々が透明性をもって援助を提供すれば、そのことで得
られる効率向上は30億ドルの追加資金に相当します。援
助のアンタイド化は、援助の価値を15－30％増加させる
といわれています。

しかしながら、開発のための国際的資金は、もはや先進国
による開発途上国への援助供与に限定されません。開発
途上国同士が相互利益のために資金取引を交渉する南南協
力は、急速に増加しています。データの不足により、こ
うした活動の総額を推定することは困難ですが、2008年
には120から140億ドルであったと考えられています4。
また、海外直接投資も開発の主要な推進力として、地域の
経済成長、雇用創出、社会基盤の開発を促進しています。
海外直接投資は、アフリカにおける主要な国際資本とし
て、2010年には政府開発援助を上回りました5。

民間部門が果たす役割は重要で、特に低所得国において海
外直接投資がもたらす利点の性質と規模についてはまだ議
論が必要です6。

民間部門のより有益な開発効果を確保するために、以下の
3つの取り組みを挙げることができます。

1．すべての企業が、主要事業（母乳代替品のような製品
	 の社会的影響を評価し公表するなど）において、ビジ
	 ネス慣例（労働基準や税務戦略など）において、そし
	 て間接的な影響（環境面での痕跡など）において「害
	 を及ぼさない」アプローチを採用するよう手段を講じる

2．開発目標に寄与するような主要事業戦略を形成する

第3章	 協力的で持続可能な環境を整える
3 Creating supportive and sustainable environments
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3．国内および国際的な改善を提唱する
	 （例として、「リオ＋20」サミットにおいて企業の
	 透明性に関し英国の保険会社アビバが果たしたリーダ
	 ーシップがある）7

とはいえ、すべての国において、開発のための資金基盤を
形成するのは税収です。2009年に、低所得国では公的支
出の約3分の2が国内資金でした。この割合は、2000年に
は2分の1以下でした。これは、国が成長し税制の取り組み
が強化されるにつれて、今後も増加するでしょう8。国内資
金調達の向上は、多くの利益をもたらします9。それは公的
収入を増加させ、市民としての意識を生み出すことで政府
が市民に対してよりアカウンタビリティを果たすようにな
り、結果として国家歳入のより効率的な支出につながるで
しょう。累進課税の増加が進めば、不平等に直接対処する
ことになります。脱税や租税回避の取り締まりの実施は、
フェアプレーの意識を助長することになります。反対に、
税収や関連するサービスの損失、それに伴う社会契約の弱
体化は、明らかに負の影響をもたらします。国際的な税の
不正利用への対策によってもたらされる効果として、5歳
未満児の死亡件数を1日あたり1,000人減少させるという推
定もあります10。

これは国内のみの問題ではありません。富裕国の人々にと
って、援助は最も明白な開発協力のための資金である一方
で、こうした国々は、脱税や大規模な汚職を助長する国際
的システムの弱点に対して大きな責任を負っています。国
家間で国民の銀行口座、企業その他の関連媒体に関する情報
共有を行う国際的な透明性へのコミットメントは、不法な資
金の流れを浮き彫りにし、援助収入を上回ると推定される税
の損失を阻止することができます11。

最後に、資金のみがグローバルな資源ではなく、その他に
創造性や技術があります。貿易協定においては、情報技術
や栄養価が高い製品、あるいは医薬品のように開発を支え
る重要な革新に関連する専門的知識を共有する必要性と、
その発案者が知的所有権を守る必要性との間のバランスを促
すことで、開発のために利用可能な資源を最大限に生かすこ
とが求められています。例えば、保健分野における知的所有
権の規則は、保健分野で深刻な問題を抱える低所得国が、先
進国市場における知的所有権を侵害することなく、必須医
薬品の代替品の認可を得て調達できるよう、十分な柔軟性
をもって実施される必要があります。

目標8：2030年までに、災害に強い社会を構築
する

17歳のフンは、べトナムの農村部に住んでいます。家族は最
近多くの危機に直面しました。2006年の霰を伴う激しい嵐は

500本のキンカンの木に被害を与え、家族はべトナム通貨で
1,400万ドンの損害を被りました。2008年の洪水はオレンジ
の収穫に被害を与え、4,000万ドンの損害をもたらしました。
その後、飼っていた豚が口蹄疫で死に、1億ドンの被害が出ま
した。さらには、フンのお兄さんの手術に3,000万ドンを費や
しました。その結果、ハンは仕事をしなければならなくなり、
中等学校の試験は不合格でした。

1992年以降、44億人の人々が災害の影響を受けました12。
今後20年の間に、災害リスクの高い地域により多くの人
々が資産とともに住み、気候変動の影響が穀物の不作、洪
水、病気の傾向など災害の深刻さと頻度を予期できない形
で増加させている中で、災害の危険性は増加すると予想さ
れます。

災害は急激で目に見える形もありますが、知らぬ間に忍び
寄り危機が進行していくこともあります。数年間続く干ば
つと不作は、地震と同レベルの危機に相当することもあり
ます。

人災および自然災害は、多くの場合、食料価格の高騰、稼
ぎ手の病気といった災害以外の問題と共にもたらされ、回
復不可能な結果をもたらす「多重のショック」をつくり出
します。セーブ・ザ・チルドレンの「ヤング・ライブズ」
の調査によると、エチオピアの87％の家庭が、4年間で少
なくとも1回の逆境を経験し、半数以上が3回またはそれ以
上の経験があると回答しました。

危機はまた、不平等を拡大します。例えば、セーブ・ザ・チ
ルドレンの調査は、エチオピアの最貧困家庭は、そうでない
家庭と比べて6倍も干ばつの影響を受けやすいと結論づけて
います13。女性や子どもが、災害において死亡する確率は、
男性の14倍です。他の目標と同様に、災害に対する強靱性
を構築する資金が、衡平に分配されることが重要です。

普遍的な枠組みの下で世界的な進展を目指す上で、災害は大
きな制約となります。大抵の場合災害を防ぐことはできませ
んが、人々や開発にとっての壊滅的な影響は防ぐことができ
ます。この点では、いくつかの成果が見られています。災害
で命を落とす人の数は減少しており、これは主に早期警報シ
ステムによるものです。一方で、災害の影響を受けている人
々の数は依然として増加しています。私たちは、すべての国
に対して以下のターゲットを提案します：

・防災計画を策定する
・災害関連の死亡率と経済損失を半減する
・災害による絶対的、多次元、および相対的な貧困に
・おける負の影響を削減する
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目標9：2030年までに、すべての人にとって
持続可能で、健全かつ強靭な環境を確保する

“納屋にはいつも食料の備蓄がありました。家畜のための豊
富な牧草地もありました。でも最近は、雨が降らないことが
多くなって、水源として頼れる川が少なくなりました” 

エチオピア農村部の世話係

2000年以降、人間開発指標に大きな進展が見られまし
た。しかし、人々の健康と繁栄がそれに大きく依存してい
るにも関わらず14、天然資源基盤の長期的持続可能性につ
いてはあまり進展が見られません15。さらに、地球の資源
を搾取して得た利益は、貧困層の犠牲の上に、偏った形で
富裕層に恩恵をもたらしています16。

2030年までを見通せば、地球環境の限界が足早に迫る
中、環境資源に対する認識や統治、管理方法の大幅な転換
なしには、80から90億人17といわれる世界人口に対して
持続的かつ衡平に、食料や水、電力の供給を続けることは
困難と見られます。

現行の開発枠組みが合意されて以降、自然体系が人間の福
利と繁栄にもたらす影響の重要性に関する私たちの理解は
大きく深まりました18。貧困削減とコミュニティーの強靱
性の強化が、天然資源とそれを生み出す生態系の持続可能
な管理に影響されることは、今日広く認識されています19。
貧困の中に暮らす人々は、毎日の暮らしのために、他のグ
ループよりも環境に依存しているだけでなく、環境資源へ
のアクセスを奪われ、気候変動や大気汚染などの環境リス
クにさらされる可能性が高い状況に置かれています20。そ
の結果、所得、健康、教育の成果が制限されます。従い、
環境の持続可能性は、前章で提示した目標と同様に、次期
の開発枠組みにおいて期待される成果の中心に据えられる
べきです。環境面での不平等を解消するための協調的な行
動も必要です。

人間開発におけるこのような課題の重要性を認識する一方
で、その根底にある詳細の多くは、セーブ・ザ・チルドレ
ンの有する専門性の範囲を超える事項です。その事実への
注意を促した上で、私たちは長期的な持続可能な人間開発
を達成するために、国際社会として進捗させることが必要
不可欠な広範囲におよぶ分野を取り上げることを目指し、
以下の4つのターゲットを提案します。しかし、私たち
は、これらの内容の集約には、環境分野に特化した他団体
がより適していることを認識しています。

環境面での不平等を解消する―環境の影響による病気の負担

公害や環境悪化は、未だに、世界における健康上のリスク
の主な要因です。世界保健機関は、世界中の死亡および病
気の負担の約4分の1近くが、環境に起因するものだと推
測しています。子どもの場合は、環境リスク要因は、病気
の負担の約3分の1近くを占めています21。環境被害や公害
への露出における不平等は、開発途上国および先進国にお
いて拡大しています22。従い、不平等の削減を目指す枠組
みは、健康障害の環境的要因に対処する必要があります。
そのための一つの方策は、人間の健康に対する環境汚染の
影響を大幅に削減することを目指すターゲットを組み入れ
ることです23。

気候変動から身を守る

人間の健康と福利に対する環境上の最大の脅威は、おそら
く気候変動です。それは既に、最も貧しく周縁化された人
々に影響を与え始めています24。そして、特に脆弱なのは
子どもです25。2050年までに、気候変動の影響によって
2,500万人の子どもが新たに栄養不良になるとする推定も
あります26。しかしながら、温室効果ガスの排出削減のた
めの国際的な取り組みは、明らかに機能していません。気
候変動およびそれと密接に関連する海洋の酸性化は、既に
大きな負荷がかかっている環境体系と食料や水を含む天然
資源にさらに大きな負荷をかけ、感染症の動態と分布を変
化させることにより、健康と所得の不平等を悪化させる恐
れがあります27。気候変動は、貧困削減、人間の健康、環
境の持続可能性において近年達成された成果を逆行させる
可能性があります28。このため、温室効果ガス排出量を削
減し、既に現れている影響に対処するための緊急な行動が
求められています。

開発途上国の成長のための優先課題を支援する一方で排出
量を削減することは、非常に大きな課題ではありますが、
克服できないものではありません。次期の開発枠組みは、
各国における気候変動の影響への備えを促し、過去の恥ず
べき失敗を繰り返さないような開発の道への移行を可能に
し、排出量削減に関する先進国の責任を強化する上で非常
に重要な役割を担っています。私たちは、今後20年の間
に、排出量と気候の影響の削減に関する進捗度を測定する
ターゲットを提案します。このターゲットを達成できるか
どうかは、各国における野心的な適応策および緩和策の策
定と実行にかかっています。
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天然資源基盤の復元と保護

食料、水、エネルギー、土地は人間開発に欠かせない要素
です。これらは他の天然資源と同様に、生態系と生物多様
性によって作り出されていますが、それは過剰な搾取、変
換や汚染によって世界中で減少しています29。生態系が衰
退すれば、それが提供する機能も減少し、例えば炭素が豊
富な環境が劣化するにつれて、気候を制御する生態系の機
能は低下します。開発枠組みは、海岸部や森林などの生態
系の保護と復元に関し、「愛知目標」の内容に基づくター
ゲットを掲げ、生物多様性の重要性を踏まえることで、上
記のような問題に対処することができます30。

資源の消費と生産

残る13億人の人々を貧困から救い出すためには、天然資
源の消費量の増加は避けられず、環境的限界内に留まるこ
とは今後ますます困難になるでしょう。消費のレベルが持
続可能な範囲内を超えないようにする一方で、開発途上国
の経済成長と生活水準の向上を支えることは非常に大きな
挑戦です。資源消費と生産の持続可能性を向上させること
は必要不可欠です。しかしながら、持続可能な消費と生産
（SCP）に関する国際合意への到達は遅れており、その
実施はさらに遅れています。「リオ＋20」において強調
されたように、政府は、民間部門と共に、自然体系の総合
的価値が認識され、それが国民経済計算を含む経済の意思
決定構造の中に組み入れられるようにしなければなりませ
ん。政府は、不平等と環境への影響を削減し、透明性とア
カウンタビリティ・メカニズムを強化するためのSCP戦略
の策定および実施上の鍵を握っています。「リオ＋20」
において達したSCPの合意は、新たな枠組みに含まれるべ
きです31。

目標10：2030年までに、すべての人に持続可能
なエネルギーを供給する

“以前はろうそくで明かりをとっていました。煙が鼻に入るの
で娘は苦しがっていました”とペルーに住むカルメンは言い
ます。一家は今、他の場所に移住し、カルメンは“娘は以前
よりずっと嬉しそうで、電気さえあれば何もいらないと喜んで
います”と言います。

エネルギーは多くの機会を生み出しますが、これまで開発
課題として大きく見過ごされてきました。サハラ以南アフ
リカに住む人々の70％が電気を利用できない状況にあり
ます32。電気があれば、人々は日没の後でも勉強をするこ

とができます。ポンプで水を汲み上げることができます。
食料や医薬品を冷蔵することもできます。サハラ以南アフ
リカの約80％の人々が、バイオマス燃料かたき火で調理
をしており、肺の病気を引き起こす有毒なガスが発生して
います。この有毒なガスは、世界で年間200万人の人々の
命を奪っており、これはマラリアおよび結核で亡くなる人
数の合計よりも大きな数値です33。現代の調理および加熱
方法を使えば、女性はそれまで燃料を収集するのに費やし
ていた労働時間を削減し、その時間を所得向上や、家族の
世話、学習に使うことができます。

近代的なエネルギーはビジネスのチャンスも増加させま
す。農民が農地を灌漑できれば、農作物の収穫量を倍層す
ることもできます。電気ミシンは所得を得るための貴重な
道具であり、電灯があれば日没後でも働いて所得を得るこ
とができます。NGOのプラクティカル・アクションは、
「エネルギーへの普遍的なアクセスは、貧困削減に変革を
もたらし、何十億もの人々が日々強いられている暗闇と重
労働から彼らを救い出してくれるでしょう」と報告してい
ます34。

エネルギーに関する具体的なターゲットはMDGsに含まれ
ていませんでした。しかし、多様なエネルギー生産技術の
進歩によって、近代的エネルギーを広範囲に拡げることが
可能になりました。再生可能エネルギーは、サハラ以南ア
フリカにおいて近代的エネルギーへのアクセスを提供する
最も費用効果の高い手段です35。

2012年に立ち上がった国連の「すべての人のための持続
可能エネルギー」イニシアティブ（SE4ALL）は、2030
年までの近代的エネルギー・サービスへの普遍的アクセ
スのための目標の他に、調理用コンロやじか火による予
防可能な死亡の根絶、再生可能エネルギーの世界的なエ
ネルギー・ミックスに占める割合の倍増、そしてエネルギ
ー効率の改善率の倍増に関する目標を掲げています。私
たちは、これらのターゲットが次期の開発枠組みに組み込
まれることを提案します。現在、 世界銀行、NGOプラク
ティカル・アクション、その他の関係者をメンバーとする
SE4ALLの「国際的トラッキング・フレームワーク」を通
して、指標が検討されています。指標については、家庭、
コミュニティー施設、そして企業を考慮に含める必要があ
ります。

しかし、近代的エネルギーへの普遍的アクセスを達成する
には、大きな労力を必要とします。現在の傾向では、一世
代のうちに状況は今より若干良くなるのみでしょう36。と
はいえ、大きな進展を遂げ、変化が可能であることを示し
た国もあります。タイでは、電気を利用している人口の割
合は、10年間で25％からほぼ100％に上昇しました。衡
平性への考慮も不可欠です。開発途上国のエネルギー分野
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への投資は、最近数十年の間に大幅に増加しましたが、既
にエネルギーへのアクセスがある人々に利益をもたらす傾
向にあり、アクセスがある人々の数にはあまり変化が見ら
れません37。
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これまでに述べた10の開発目標は、その達成を促進する
国際的システムの中に組み込まれる必要があります。さら
に、MDGの後継枠組みの持続性を確保するためには、制
度的支援が必要です。こうした支援のために、私たちは以
下の3つの分野－開発資金と政策一貫性、国際レベルのア
カウンタビリティ、成果をモニターしアカウンタビリティ
を支えるためのデータの有効性－を提案します。

これらの提案の大部分は、初めて提示されるものではなく、
むしろ、多様な専門家、組織、関連するプロセスの考え方を
反映するものです。

開発資金と政策一貫性

ポスト2015年開発枠組みに対するコミットメントを強化す
るために、各国は、実施計画および資金戦略を策定するべ
きです。国によっては、これが国家開発計画あるいは中期支
出枠組み（MTEF）の中心的な部分を成します。資金計画で
は、各目標に関して、計画され予算化された進捗のための資
金源を特定する必要があります。これには、税収、海外ある
いは国内の民間投資、援助が混合で含まれるでしょう。資金
源の特定と同時に、成長戦略や移転価格規定の強化案といっ
た資金戦略を支える他の政策変更案も言及されるべきです。

資金戦略では、投資の衡平な分配への配慮を中心に据えるこ
とが必要です。各国は、地域、分野、対象とする人口毎の適
切な投資レベルを明確化することが求められます。しかしな
がら、これは、連携を欠いた取り組みに対する資金供給を促
進するのではなく、例えば安全な飲料水や栄養のように、1
つの分野への投資が他の分野における成果達成に重要な影響
を及ぼすことがあるとの認識の下に行われるべきです。

このような戦略は、開発のための政策一貫性を大いに後押し
するものです。これは、最も貧しく周縁化された人々の可能
性を損ねるような、富裕国が「開発」と呼ぶ政策のみなら
ず、貿易、金融、農業、投資に関するいかなる政策をも特定

し、排除するものです。政策一貫性に関する欧州連合のコミ
ットメント（例えば、2009年11月の欧州理事会結論）が、
将来的な国際合意に向けた強固な基盤となるでしょう。

ドナー国は、援助拠出計画を明確にすることが求められます。
こうした戦略は、多用されているMTEFと同様に、次世代の
ための長期的な開発展望に照らして、数年先までを網羅すべ
きです。

国家レベルで可能なコミットメントには、以下が含まれるこ
とが考えられます：

・GDPの一部を主要部門あるいはグループ（子どもを含
	 む）に費やす
・アブジャ目標のような、税収および国内資金調達目標
・予算の透明性と国家レベルのドナー・ターゲット
	 （透明性や援助の調和化など、効果的な開発協力に関する
	 釜山宣言を再確認する）と三角協力
・整合性のある支出と透明性に関する民間部門のターゲット

アカウンタビリティ

達成に向けた誘因を強化するために、MDGsの後継枠組み
は、貧しく脆弱な人々に対するアカウンタビリティを果たす
道筋を提供する、公式で国際的なアカウンタビリティと報告
のメカニズムを伴う必要があります。これは、進捗に関する
データの有効性の改善（下記参照）および透明性を伴うデー
タの報告と密接に関係しています。

子どもの権利実現のための既存のアカウンタビリティ・メ
カニズムは多数あり、ポスト2015年開発枠組みへの有益な
教訓を与えてくれます。これらは、子どもの権利条約とそ
れに関連する選択議定書、子どもの権利委員会、子どもを
中心にした国連の特別手続き（特別報告者および作業部会
を含む）、そして地域の子どもの権利関連メカニズム（子
どもの権利と福祉に関するアフリカ委員会など）に関連す
る報告手順を含みます。また、世界銀行のような国際金融
機関のセーフガード政策およびアカウンタビリティ・メカ

第４章	 制度的支援と実現を可能にする
メカニズム
4 Institutional support and enabling mechanisms
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ニズム、さらに国連事務総長が提唱する「女性と子どもの
健康の実現に向けたグローバル戦略」に関する情報・説明責
任委員会のような革新的な分野別アカウンタビリティ組織の
経験からも学ぶことができます。

データの有効性

人間開発の状況に関する信頼できるデータ、特に女性と男
性、女子と男子といった異なるグループ毎のデータは、驚く
ほど不整合で信頼性に欠けています。さらに、存在するデ
ータが最も重要なものではない場合もあります。例えば、大
部分の国々では、学校への就学と修了に関するデータのみを
提示しています。それ以上のことを実施した国はガーナで、
前述（8ページ参照）の学習成果に関する分類されたデータ
は、就学しても学習していないという重要な課題を浮き彫り
にしています。

特定のグループ毎に分けられたデータは、貧困地域を明らか
にする上でも重要です。例えば、ウガンダ政府とドナー国
は、最も安定している地域においてのみ保健と教育分野に投

資し、北部で紛争の影響に苦しめられている人々を無視し、
結果として北部居住者の疎外感を悪化させ、そのこと自体が
戦争の一因になっていることで批判されてきました。この問
題は、グループ毎に分けられたデータによって明らかにされ
たのです。

アカウンタビリティに関して前進するための最も効果的な方
法は、比較可能なデータを生成するために各国が同じよう
なデータ・システムを利用することです。開発に関するデ
ータ・システムは、国際レベルで管理されるべきです。さら
に、国家は毎年あるいは2年毎に、共通の指標および国際的
に同意されたデータ収集基準に基づき、国家レベルでモニタ
リングおよびデータ収集を行うべきです。

子どもの命を救うことよりはるかに緊急性が低いように思わ
れるデータに関して、強い関心を引き出すことは困難かもし
れません。しかし、乳幼児の死亡に関して衡平な進捗をもた
らすには、データは必要不可欠です。データ収集のためには
投資が必要で、この目的のために世界基金を設立することが
求められます。この基金は、各国政府に対して助成金および
助言サービスの双方を提供します。
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以下の表は、これまでの章で検討した各優先目標分野に関す
るターゲットおよび指標を提示しています。

私たちは、最も達成困難な目標を最後まで残さず、包括的
目標の漸進的な達成を確保する上で、暫定的ターゲットが
重要な役割を果たすと考えています。さらに私たちは、分
野を超えた不平等への共通の取り組みを支持します。この

ことで、様々な側面から最も優先されているグループと最
も後回しにされているグループの比率の改善をターゲット
にすることが求められるでしょう。しかし、ポスト2015年
開発枠組みに関する国際的協議において専門グループが不
平等の課題を検討している中で、私たちは、不平等に関す
る適切なターゲットに関する幅広いコンセンサスの形成を
期待しており、この件に対する判断を急ぐものではありま
せん。

目標1：2030年までに、包摂的成長と働きがいのある人間らしい仕事により極度の貧困を根絶し、
相対的貧困を削減する

第5章	 セーブ・ザ・チルドレンの
ポスト2015年開発枠組み提案
5 Save the Children’s Proposal for a Post-2015 Framework

ターゲット 候補となる指標

1．極度の所得貧困を根絶する 1a	 絶対的貧困率　－　1日 1.25 ドル未満（2022年までに）
1b	 絶対的貧困率　―　1日 2ドル未満

2．包摂的で持続可能な成長を目指し、
	 すべての人が機会を得られるようにする

2a	 年間対GDP比での相対的貧困削減
2b	 成長の包摂度の指標としての子どもの発育阻害
2c	 子どもの相対的貧困の根絶
	 （国民の平均所得の 50％以下の世帯に暮らす子ども）1

2d	 所得の不平等の削減
	 （上位 10％と下位 40％の所得の「パルマ比率」による測定）2

2e	 水平的不平等の主な形態の削減に関する国レベルの指標
	 （例：空間的な所得不平等の縮小率／女性の経済・政治的参加の改善率）

3．すべての人に働きがいのある人間らしい仕事を
	 提供する

3a	 GDPにおける賃金の割合
3b	 若者およびジェンダー間の雇用格差の解消（就労率と賃金）
3c	 危険を伴う仕事に就いている子どもの割合
	 （ILO　第 182号条約　条項 3d）

4．世界的な社会的保護の床を構築する 4a	 社会保護に配分されるGDPの割合
4b	 社会保護の適用率（国毎の定義による）における変化の割合
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目標2：2030年までに、飢餓を根絶し、発育阻害を半減させ、持続可能な食料、水、衛生設備への
普遍的アクセスを確保する

ターゲット 候補となる指標

1．飢餓を根絶する：発育阻害と栄養不良率を
	 半減する

1a	 所得の不平等とジェンダー毎に分析した5歳未満の子どもの発育阻害の発生率
1b	 生後6ヶ月間の完全母乳による育児

2．持続可能な食料生産および流通システムを
	 栄養面のターゲットに直接関連づける

2a	 栄養豊富な食事を取り入れる経済的余裕がない人々の数の削減。
	 セーブ・ザ・チルドレンの「食事コスト」ツールの活用
2b	 食料の生産、輸送、加工過程における損失、小売店および消費者による食料
	 廃棄

3．2030年までに、すべての人が、自宅から1キロ
	 以内およびすべての学校と医療施設において、
	 十分かつ安全、環境面で持続可能な水の設備に
	 アクセスできるようにする

3a	 自宅から1キロ以内で安全な飲料水設備にアクセスできる人口の、所得、
	 農村部と都市、ジェンダー、年齢毎に分析した割合
	 3b安全な飲料水設備に直接アクセスできる学校および医療施設の割合
3c	 水を媒介とする病気および死亡の年間報告件数
	 （所得階級、年齢、農村部／都市毎）
3d	 公衆衛生面での懸案事項を考慮した水源管理の政策的枠組みおよび法律を
	 有する国の割合

4．2030年までに、すべての人が、自宅から1キロ
	 以内およびすべての学校と病院において、
	 基本的衛生設備にアクセスできるようにする

4a	 気候変動に対して強靭で、安全な水源および清潔な衛生設備へのアクセスを
	 有する人口の割合
4b	 改善された衛生設備を有する家庭、学校、医療施設の割合
4c	 子ども、男女用に分けられた清潔な衛生設備を有する学校および医療
	 施設の割合
4d	 改善された衛生設備にアクセスがある最貧困層の下位20％の人々の割合
4e	 排泄物の安全な蓄積場所、運搬および処理施設へのアクセスがある人口の割合
4f	 衛生設備のインフラ供給および維持における国家支出の割合
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目標3：2030年までに、予防可能な乳幼児と妊産婦の死亡をなくし、
すべての人に保健医療を提供する

ターゲット 候補となる指標

1．予防可能な乳幼児と妊産婦の死亡をなくす 1a	 全国平均および貧困層の下位40％における5歳未満児の死亡率が、
	 すべての国において1,000人当たり20人以下となる
1b	 全国平均および貧困層の下位40％における新生児死亡率の最低50％削減
1c	 全国平均および貧困層の下位40％における妊産婦死亡率の最低50％削減

2．ユニバーサル・ヘルス・カバレッジを達成する 2a	 すべての社会階級における出産登録の割合
2b	 専門性のある医療従事者の介助による出産の割合
	 （全国平均および貧困層の下位40％において ）
2c	 肺炎の疑いがあり抗生物質の投与を受けているか、肺炎でないことが
	 確認された5歳未満児の割合（全国平均および貧困層の下位40％において）
2d	 出産後2日以内の診察の割合（全国平均および貧困層の下位40％において）
2e	 下痢のために経口補水塩療法および継続的な栄養摂取を受けている
	 5歳未満児の割合（全国平均および貧困層の下位40％において）
2f	 金融リスクからの保護―例：貧困の深度測定による貧困層人口調査
2g	 保健人材―例：人口10,000人当たりのヘルスワーカーの割合
2h	 保健管理情報システム―中央政府に適時、正確な報告を提出する
	 地方行政区の割合
2i	 保健への投資―例：財源毎の保健支出総額、人口1人当たりの保健医療費、
	 政府支出総額に占める保健支出の割合
2j	 ジフテリア、百日咳、破傷風のワクチンを接種している12から23か月児の
	 割合
2k	 15から44歳の女性の現代的な避妊具利用率

3．健康の社会的決定要因に取り組む 3a	 医療費の自己負担率が低下し、すべての国で全国平均 20％以下になる
3b	 発育が阻害されている 5歳未満児の割合（目標 2参照）
3c	 持続可能な水源および基本的な衛生設備において安全な飲料水を利用できる
	 人口の割合（目標 2参照）
3d	 教育（目標 4参照）
3e	 健康への権利に関する法的枠組みー例：健康権を認める憲法、権利章典、
	 法令など
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目標4：2030年までに、すべての子どもが質の高い教育を受け、優れた学習成果を得られるようにする

ターゲット 候補となる指標

1．12歳までにすべての女子と男子が優れた
	 学習成果を達成できるようにし、
	 貧困層と富裕層の間の格差を大幅に削減する

1a	 12歳までに識字能力および計算能力において優れた学習水準に達している
	 女子および男子の割合
1b	 12歳までに達成される識字能力および計算能力の学習成果において、
	 最貧困層と最富裕層の間、および男女間の格差を縮小する
1c	 最貧困層の下位20％のすべての子どもが、初等教育の3年目修了までに
	 「学習のために読む」能力を身に付け、それが男女平等であるようにする
1d	 最貧困層の下位20％および最富裕層の上位20％の生徒間での初等教育と
	 中等教育の修了率における格差を少なくとも50％縮小し、
	 それが男女平等であるようにする
1e	 国ごとの野心的な目標（これらは、中核的スキルに関するより高度な目標設
	 定、あるいは生活スキル、科学、情報通信技術といったより広範な学習に関
	 する目標設定も可能）

2．貧困層の幼児が、子どもの発育の適切レベルに
	 達した状態で、学校に通うまでに学ぶ準備が
	 できているようにする

2a	 幼児対象の教育支援サービスを利用している最貧困層の子どもおよび
	 女子の割合
2b	 子どもの発達の最低水準に達している最貧困層の幼児および女子の割合
	 （ユニセフの複数指標クラスター調査（MICS）などによる評価が可能）

3．すべての若者が、働きがいのあるにんげんらしい
	 仕事を持つ活動的な社会の一員となる機会を
	 得られるよう、基礎的な識字能力と計算能力、
	 技術的および生活スキルを身につけるようにする

3a	 質の高い教育の機会への平等なアクセス
	 （優れた識字能力と計算能力を有する若年成人の割合）
3b	 若者の失業率と不完全雇用率
3c	 社会的適性や肯定的な自己認識および価値観といった生活スキルを
	 身につけた若者

目標5：2030年までに、すべての子どもがいかなる暴力からも解放された生活を送り、
紛争下では保護され、安全で家庭的な環境で成長できるようにする

ターゲット 候補となる指標

1．武力紛争による子どもの死をなくし、紛争以外の
	 暴力（故意の殺人など）による子どもの死を半減
	 する

1a	 子どもの人口に対して、年間に武力紛争が直接的な理由で死亡する子どもの数
	 （年齢と性別毎に分析）
1b	 子どもの人口に対して、年間に故意の殺人によって死亡する子どもの数

2．性的暴力およびすべての虐待の対象になっている
	 子どもの数を半減する

2a	 過去12ヶ月間に身体的／性的暴力を受けた女子、女性、男子、男性の比率
2b	 過去12ヶ月間に紛争において性的暴力あるいは虐待を受けたと自己報告した
	 大人と子どもの100,000人当たりの数

3．家庭において暴力を伴うしつけの対象となっている
	 子どもの数を半減する

3a	 暴力を伴うしつけの発生率：過去1ヶ月間に家庭において暴力を伴うしつけを
	 経験した子どもの割合（性別と年齢毎に分析）（MICS調査）

4．不必要に家庭外で生活し養育されている子どもの
	 数を半減する3（緊急事態の影響下にある子どもた
	 ちを含む）

4a	 家庭外で養育されている女子と男子の数と割合（住居形態毎の分析）
	 （米国政府の家庭外で養育されている子どもの保護に関する戦略、中央政府
	 からのデータ）
4b	 家族から離れている子どもが家族と再統合するか、あるいは家庭的な環境で
	 養育される割合（年齢と性別毎に分析）
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以下に挙げられているターゲットおよび指標は、「効果的な開発協力のためのグローバル・パートナーシップ」や
国連の「すべての人のための持続可能エネルギー」イニシアティブなどに参加している各分野の専門家によって
議論されている事例です。

目標6：2030年までに、より透明で、説明責任を果たし、包摂的なガバナンスを実現する

目標7：2030年までに、より多く効果的な資金活用のための強固なパートナーシップを構築する

目標8：2030年までに、災害に強い社会を構築する

ターゲット 候補となる指標

1．すべての国が、予算の公開、情報公開、包括的な
	 報告を備えた透明性のあるガバナンスを確率する
	 ようにするの格差を大幅に削減する

1a	 「予算情報公開指数」の向上（透明性と公共予算策定への参加）4

1b	 情報公開法の存在
1c	 人権への影響や納税額を含む社会的、環境的影響に関して企業に報告を
	 課す企業報告関連の法律の存在5

2．すべての国が、言論、報道、政治的選択の自由を
	 備えた参加型ガバナンスを確率するようにする

2a	 言論や報道の自由に関するCIRI指標の向上6

2b	 政治的選択の自由に関するCIRI指標の向上7

2c	 周縁化され脆弱なグループも含めたガバナンスへの参加に関する
	 「法の支配指数」の向上8

3．すべての国が、法の支配、より衡平で効果的な
	 公的サービス、汚職の削減に対するコミットメント
	 を備えた説明責任を果たすガバナンスを確立する
	 ようにする

3a	「法の支配指数」の向上 9

3b	 公的サービスの衡平性および効果の改善（ジェンダー、宗教、民族など毎に
	 サービスへのアクセスを分析）10

3c	 汚職の認識の削減 11

ターゲット 候補となる指標

1．開発のための資金の増額と効果的利用 ・	 OECD開発援助委員会（DAC)ドナー諸国が国民総所得（GNI）の0.7％を
	 ODAに割り当てるコミットメントを維持する 
・	 二国間および多国間開発アクターが、釜山ハイレベル・フォーラム（HLF4)
	 において合意された「効果的な開発協力のためのグローバル・パートナーシ
	 ップ」の原則において進展を遂げる（定められたモニタリング指標を活用して）
・	 南南協力における資金フローの透明性の向上12

・	 受益所有者に関する自動的な情報交換を約束し、実施している
	 国に関する進捗13

・	 税収のGDP比 および直接税と間接税の比率14

2．国内資金調達を後押しする国際レベルの透明性

3．開発に貢献する知的所有権の確立と施行

ターゲット 候補となる指標

1．2030年までに国家が災害による死亡率を半減させる ・	 住民1,000人毎の災害による粗死亡率 
・	 対GDP比の直接的経済損失
・	 防災および強靱性向上に関する国家計画が採択され、国家開発計画において
	 言及されている

2．2030年までに国家が災害関連の経済損失を
	 半減させる

3．2020年までにすべての国が防災および強靱性向上
	 に関する国家計画を策定する
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目標9：2030年までに、すべての人にとって持続可能で、健全かつ強靭な環境を確保する

目標10：2030年までに、すべての人に持続可能なエネルギーを供給する

ターゲット 候補となる指標

1．環境汚染による人々の健康への影響が大幅に削減
	 される

・	 最貧困層の下位20％の人口における環境要因による病気の負担および
	 若年死亡率の総数16
・	 人口1人当たり、GDP1ドル当たり、および全体の二酸化炭素排出量
・	 保護されている、または環境上持続可能な管理計画下にある、森林、農業、
	 水産養殖システムを含む生息環境の割合
・	 絶滅の危機にある種の割合
・	 安全な生物学的限界内で採取されている魚類を含む種の割合
・	 持続可能な消費と生産（SCP）の国家計画あるいは行動計画が整備されて
	 いる国の割合
・	 農業、林業、エネルギー部門における炭素および水の集約度の傾向

2．2030年までに温室効果ガス排出が世界的にピーク
	 に達し、気候変動の関連事象に遭う人々の数が
	 大幅に削減される	

3．陸地、内水および海洋の生態系の30％が復元、
	 また保護され、生物多様性が保全される

4．持続可能な生産と消費の原則15が、すべての国の
	 すべての分野において組み込まれる

ターゲット 候補となる指標

1．近代的エネルギー・サービスへの普遍的アクセス ・	 電力への接続がある家庭／施設の数
・	 近代的調理用コンロを有する家庭／施設の数
・	 多様な再生可能エネルギーの最終エネルギー消費
・	 再生可能エネルギーを促進する政策措置
・	 再生可能エネルギーへの投資
・	 GDPにおけるエネルギー集約度（消費に必要なエネルギー産出のために
	 使われた主要エネルギーを、住宅、農業、産業、サービスおよび輸送部門、
	 電力およびガス供給部門に分類して測定）
・	 特定のエネルギー多消費型製品のエネルギー消費量
・	 エネルギー効率を促進する政策措置

2．調理用コンロやじか火による予防可能な死亡の根絶

3．世界的なエネルギー・ミックスにおける
	 再生可能エネルギーの割合の倍増

4．エネルギー効率の改善率の倍増
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“貧困の克服とは慈善行為ではありません。それは正義の行
為です。奴隷制やアパルトヘイトと同様に、貧困は自然現象
ではありません。それは、人間がつくりだしたもので、人間の
行動によって克服し追放することができるものです。時とし
て、偉大であることが期待される世代があります。あなたがた
はその偉大なる世代になりうるのです。今こそ偉大さを発揮し
てください。” 

ネルソン・マンデラ1

人類は、数千年もの間、奮闘してきました。飢餓や病気、
欠乏や卑劣さ、無知に苦しみ、自然災害や紛争、私たち自
身の中に潜む暴力性、そして自身を律することに奮闘して
きました。

それでも、人間とは素晴らしいもので、たゆまぬ努力と国
際公共財に対する創造性と貢献によって、私たちはかつて
ない転機を迎えています。あらゆる次元における絶対的貧
困の永久的な根絶は、私たちの技術的能力と政治体制をも
って手の届くところにあります。

このことに取り組む一方で、すべての経済的な成果は全面
的に自然体系に依存しており、その自然体系を今以上の注
意をもって扱い、維持する必要があることを忘れるべきで
はありません。

しかし今、私たちは、絶対的貧困と極度の不平等を根絶す
ることが可能です。

私たちは、すべての人のために十分な食料があり、すべて
の人が能力を発揮できるような学校教育を受け、すべての
人が健康でいるための衛生設備と清潔な飲料水があり、す
べての人が病気の際に保健医療ケアを利用できるような世
界を創造することができます。それは、すべての人々が生
活手段を有し、経済的苦難を乗り越えるためのセーフティ
ーネットがあり、生活するコミュニティーには最も過酷な
自然災害に対する備えがある、すべての人にとって安全な
世界です。そして、女性や男性、子どもや大人、南や北の

出身に関わらず、すべての人が同じ尊敬に値するとの認識
を持って互いに向き合える世界です。

子どもの扱いは、その社会を表す指標です。私たちが目指
す世界では、子どもたちは生き残るだけではなく、力強く
成長し繁栄するのです。

もし、北と南の政府、北と南の民間部門、そして北と南の
人々が、MDGの約束を履行し、さらにゼロ達成に向けて
その先の一歩を踏み出すならば、私たちは、環境の持続可
能性に支えられた漸進的な人間開発が可能となる状況を作
り出すことができるはずです。力を合わせれば、一世代の
うちにこれを実現することができます。

もし実現すれば、それは誇るに足る、真の歴史的偉業とな
ります。それは可能なことであり、正しい行動です。そし
て、国際社会が受け入れるべき挑戦なのです。

第6章	 結論
セーブ・ザ・チルドレンのビジョン
6 Conclusion – Save the Children’s Vision
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第6章　結論—セーブ・ザ・チルドレンのビジョン
1 2005年2月3日にロンドンのトラファルガー広場にて行われたネルソン・マンデ
ラ氏の演説。全文は以下を参照：
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/4232603.stm
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政治史上もっとも賛同を集めた統合的な合意である
ミレニアム開発目標は、目標実現の期限である2015年に
その節目を迎えます。

私たちは、目標達成を目指し
できる限りを尽くすことが求められています。
しかし同時に、期限を迎えても未達成の事項を
どのように進めるかについて、合意しておくことが必要です。

本報告書は、MDGsの後継となる新たな開発枠組みについて、
セーブ・ザ・チルドレンのビジョンを提案します。
それは、10の目標とそれに付随するターゲットおよび
指標から構成され、世界中のすべての人々の人権が実現される世界を、
一世代のうちに創出することを目指すものです。

後継枠組みに関する議論は世界中で行われており、
今後も多くの意見が提案されるでしょう。
本報告書は私たちの最終結論ではありません。
これは、私たちの優先課題の指標であり、最終的な解決策を具体化する
過程に寄与するものとなることを願っています。

私たちの世代で貧困に終止符を
ENDING poverty IN OUR GENERATION

ポスト2015年開発枠組みに向けた
セーブ・ザ・チルドレンのビジョン




